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午前１０時００分 開  議 

 

○相田克平議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員24名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第３号により進めます。 

 

 

 

日程第１ 一般質問 

 

○相田克平議長 日程第１、一般質問を行います。 

  順次発言を許可いたします。 

  一つ、市長が描く本市農業の将来像は外２点、

12番古山悠生議員。 

  〔１２番古山悠生議員登壇〕（拍手） 

○１２番（古山悠生議員） おはようございます。 

  至誠会の古山です。 

  暑かった夏も過ぎ去り、今年も間もなく収穫の

秋を迎えますが、昨年は、猛暑のため米の一等米

比率が下がり、農家の収入にも大きな打撃を与え

ました。今年も猛暑となり、サクランボでは高温

による品質低下などの被害が見られましたが、稲

作については今のところ順調に生育が進んでい

るようです。一方で、ここ最近では、昨年の猛暑

の影響やインバウンドによる需要の増加などに

より、米の供給不足が発生し、店頭では米が手に

入りづらくなり、価格も上昇するなど「令和の米

騒動」と話題になっています。 

  農業は自然や社会情勢などの影響を受けやすく、

農業政策のかじ取りは大変難しいと改めて感じ

ていますが、そこで、本市の農政のかじ取り役を

担う市長にお伺いいたします。本市の農業の課題

をどのように認識し、また、目指すべき将来像を

どのように描いているのか御答弁いただきたい

と思います。 

  また、本市農業の目指すべき方針や達成するた

めの具体的な施策を示したものが米沢市農業振

興計画になりますが、現在の計画は平成27年度に

策定され、今年度が最終年度となります。計画が

策定された当時とは、ＳＤＧｓやゼロカーボンの

推進、円安による肥料、燃料代の高騰など、社会

情勢や環境が大きく変化しています。 

  この計画を振り返っての課題や今後の方針につ

いては、市長から答弁をいただきますが、次期計

画がより実効性があるものにするためにも現場

の声に耳を傾け、計画に反映することが重要であ

ると考えます。そこで、次期計画に農家の声を反

映するために具体的にどのような取組を行うの

かお伺いいたします。 

  続いて、農業者の高齢化の実態についてお伺い

いたします。農家の高齢化は本市のみならず、全

国的な課題と言えますが、実際に本市の基幹的農

業従事者のうち65歳以上の高齢者の割合はどの

くらいか、また、他市町村と比較してどのような

傾向にあるのかお知らせください。 

  次に、スマート農業についての質問です。近年、

高齢化や大規模化が進むことで、作業の効率化や

省力化が求められ、機械の大型化やＩＣＴなどを

活用したスマート農業の導入が進んでいます。そ

こで、米沢市内でのスマート農業の導入事例や実

績についてお伺いいたします。また、本市独自の

支援策である未来を拓く農業支援事業の活用状

況はどのようになっているか、特に、最先端技術

の導入についての実績はどのようになっている

のかお知らせください。 

  大項目１、最後の質問です。本市では、令和４

年度から交付金を活用し、有機農業産地づくり推

進事業に取り組んできましたが、今年度が最終年

度となります。来年度以降は、交付金に頼らず自

走していくことが必要となりますが、そのために

どのように取り組んでいくのか、特に有機農業に

取り組む農家を増やすためにどのような取組を

行ってきたのかお伺いいたします。 

  続いて、大項目２、スポーツ振興についての質

問です。 
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  昨年５年ぶりに開催された米澤上杉城下町マラ

ソンが今年度は休止となり、また、毎年５月に同

規模の自治体同士が15分以上運動した人数を競

い合う、笹川スポーツ財団によるチャレンジデー

が行われてきましたが、これもまた昨年度をもっ

て終了いたしました。さらには、かつて地区対抗

で行われていた市民総体も競技ごとの大会にな

り、参加者が限られ、市民スポーツレクリエーシ

ョン大会についても参加しない地区もあるのが

実情となっています。 

  このように、市民が気軽にスポーツに親しめる

イベントなどの機会が減少したと考えられます

が、このことに対する認識と今後どのように市民

がスポーツに親しめる環境を創出していくのか

お伺いいたします。また、今年度休止された米澤

上杉城下町マラソンについてこれまでどのよう

な検討を行ってきたのか、また、今後再開される

可能性はあるのかお伺いいたします。 

  最後に、大項目３、ＪＲ米坂線の復旧について

お伺いいたします。 

  米坂線は、米沢駅と坂町駅を結ぶ延長90.7キロ

メートルのローカル線であり、2026年に一部開業

から100周年を迎え、これまで多くの人や物を運

んできました。私にとっても、長井市にある高校

に米坂線で通学していたため、非常に思い入れの

ある路線でもあります。当時は、通学だけではな

く通院や買物に利用する乗客も多く、時には行商

のおばあさんが大きな荷物を持って乗っている

など、まさに生活の足として機能していました。 

  しかし、年々利用者が減り、2022年７月にＪＲ

東日本が公表した運輸収入の合計から人件費や

運行コストなどの営業費用を差し引いた収支が

赤字となる不採算路線に含まれ、今後の在り方に

ついて沿線自治体等と協議していくことが示さ

れました。 

  また、同年８月には、置賜地方を記録的な豪雨

が襲い、米坂線も飯豊町の小白川橋梁の崩落によ

り寸断され、土砂の流入や盛土の流出など本県側

の被害は68か所と甚大な被害を受けました。その

後、運行が再開したのは米沢－今泉間のみであり、

今なお坂町駅までの67.7キロメートルは復旧の

めどは立たず、バスによる代行輸送が続いていま

す。早期の復旧が望まれるものの、ＪＲ東日本は

不採算路線の現状から単独での運営を前提とす

る復旧は困難としている一方で、山形県、新潟県

は同社による復旧・運営を求めており、いまだ全

線復旧の見通しは立っていません。 

  米坂線の全線復旧は、置賜地域の生活や経済の

維持・発展に必要不可欠であり、復旧に向け本市

が果たす役割は大きいと考えますが、本市にとっ

て米坂線の区間運休の影響をどのように捉えて

いるのか、また、復旧に向けどのように取り組ん

でいくのかお伺いいたします。 

  私からの演壇からの質問は以上です。御答弁よ

ろしくお願いいたします。 

○相田克平議長 近藤市長。 

  〔近藤洋介市長登壇〕 

○近藤洋介市長 古山議員の御質問にお答えいたし

ます。 

  私からは、１、市長が描く本市農業の課題と将

来像についてお答えいたします。 

  もうかる農業の実現、私の目指す本市農業の将

来像を示すとすれば、この言葉に尽きます。もう

かる農業の実現であります。すなわち安全で付加

価値の高い農畜産物の生産・販売による好循環の

農業の実現であります。 

  私は、昨年12月に市長に就任して以来、これま

で農業施設の視察、また古山議員のお力もお借り

して、若い農業生産者の方々との意見交換、地区

座談会など、様々な農業生産者、農業関係者のお

声をお聞きする機会がありました。 

  米沢市に限らず、我が国全体に言えることです

が、農業を取り巻く環境は極めて厳しい状況にあ

ります。担い手の平均年齢が65歳以上という高齢

化、肥料や資材の高騰による採算の悪化、それに

伴う担い手の減少、耕作放棄地の増加という悪循
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環に陥っております。高温障害など気候変動によ

る異常気象の影響も最近とみに大きくなってお

ります。 

  また、政府が打ち出している水田５年水張り問

題では、現場の生産者の方々から農政への不信感

が広がっており、こうした猫の目農政とも言われ

る政府の農業政策の転換も、生産者の方々の将来

不安に拍車をかけております。 

  一方で、地球環境問題が大きくなっている今こ

そ、本市の農業の潜在力、可能性は大きいと確信

しております。最上川の源である吾妻連峰の裾野

に広がる農地、豊かな水資源、糖度の高い果樹な

どを育てる寒暖の差といった自然環境を生かし、

米、果樹、野菜、花、施設園芸、そして米沢牛を

中心とした畜産や酪農など多様で質の高い農業

が営まれております。 

  まずは、若者が希望を持てる農業を確立するこ

と、そして、多様な担い手が農業に誇りとやりが

いを持ちながら安定的な農業経営をしていただ

くことが、本市農業振興にとって重要であります。

市独自の担い手支援に加えて、小中学校の学校給

食にこれまで以上に地元の農産物を使うよう指

示しております。地産地消の拡大で農家の経営基

盤の強化につなげてまいります。 

  現在、第２次農業振興計画の策定作業を進めて

おり、今後10年間の農業振興の方針を示す予定で

あります。古山議員の御指摘のとおり、現場のお

声を取り入れてまいります。安全でおいしい農産

物、そして食は米沢の強みであります。豊かな実

りをもたらす農業の発展に向け取り組んでまい

りますので、古山議員の御指導もどうぞよろしく

お願いいたします。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

  〔安部晃市産業部長登壇〕 

○安部晃市産業部長 私からは、１番、市長が描く

本市農業の将来像はのうち、（２）から（５）に

ついてお答えいたします。 

  初めに、（２）の米沢市農業振興計画の次期計

画策定に向けた取組はについてですが、御質問に

ありましたとおり、本計画は今年度が最終年度で

あり、現在次期計画の策定作業を進めているとこ

ろです。 

  計画策定の具体的な進め方につきましては、本

年６月に第１回目の米沢市農政審議会を開催し、

委員の委嘱及び第２次米沢市農業振興計画につ

いて諮問を行い、この中で計画の素案の作成を進

めてまいります。なお、審議会委員につきまして

は、農業関係者のほか、米沢栄養大学や消費生活

研究会など幅広い分野の方に御就任いただき、農

業だけでなく、流通や消費など川上から川下まで

様々な御意見をいただきながら検討していると

ころであります。 

  計画の策定に当たりましては、農家の皆様の声

を反映させることが重要であることから、農業者

をはじめ各方面の方々からより多くの意見を伺

う場として、農業振興計画の策定作業部会を設置

しており、人・農地部会、土地利用型作物部会、

グリーンツーリズム・地産地消・市民交流部会、

園芸作物部会、畜産部会の５つの部会ごとに意見

交換を重ねながら、御意見、御提言を計画に反映

できるよう取組を進めております。 

  また、昨年度、地域農業者1,645人と36組織に対

して行いました今後の農業経営に関する意向調

査の結果につきましても、農政審議会、作業部会

と情報を共有し、計画の参考にできるようにして

おります。 

  今後、農政審議会及び作業部会での御議論を経

て計画の素案を取りまとめ、令和７年３月の策定

完了を予定しております。 

  次に、（３）の農業者の高齢化の実態はについ

てですが、農家の高齢化は日本の農業において深

刻な問題となっており、本市におきましても農業

者に占める65歳以上の割合は年々増加し、農業の

担い手不足が懸念されております。 

  国が５年ごとに実施している農林業センサスの
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農林業経営体調査データによりますと、本市にお

ける基幹的農業従事者、いわゆるふだん仕事とし

て主に自営農業に従事している人の数は、平成22

年には1,583人でありましたが、10年後の令和２

年には1,061人と、３分の１に当たる522人減少し

ております。 

  令和２年のデータの1,061人を年代別の割合で

見ていきますと、20代が1.4％で15人、30代が

4.9％で52人、40代が5.5％で58人、50代が10.6％

で112人、60から64歳は12％で128人、65歳以上が

65.6％で696人となっており、60歳以上の方々が

全体の約８割を占めている状況です。また、70歳

以上が占める割合は、全体の41.8％で444人とな

っていることから、農業に従事している方の高齢

化が顕著になっているところです。 

  なお、65歳以上の方の割合につきましては、全

国的に見ましても約７割を占めている状況で、置

賜２市５町についても同様の状況となっており

ます。 

  次に、（４）のスマート農業の導入状況はにつ

いてでありますが、農業の現場では、高齢化や後

継者不足による労働力不足などに対応するため、

近年、ロボットやＡＩ、ＩｏＴなどの先端技術を

使った自動走行技術や遠隔操作などのスマート

農業が全国的に推進されております。 

  本市におきましても、高齢者や女性農業者の省

力化などを図るため、国や県と連携し、スマート

農業機械の導入を支援しているところです。 

  令和元年度以降における本市のスマート農業機

械の活用についてですが、ＧＰＳ技術を活用し直

進アシストなどの機能があるトラクターが５台、

田植機が２台、食味と収量センサーがあるコンバ

インが５台、農業用ドローン２台の導入実績がご

ざいます。いずれも国、県の補助事業を活用して

導入されたものとなっております。 

  また、令和元年度より市単独補助事業である未

来を拓く農業支援事業についても、先端技術を活

用した機械などの導入に対する支援ができるよ

うに改定したところです。本事業は毎年５件から

８件の事業活用をいただいており、これまでの先

端技術活用支援については、農業用ドローン８台、

アシストスーツ６台の導入実績があり、作業の省

力化に寄与しているところであります。 

  スマート農業は、労働力の軽減や生産性の向上、

農作物の品質向上、熟練者の技術・ノウハウのデ

ータ化など、メリットがありますので、引き続き

農業者の皆様に活用いただけるよう事業の周知

に取り組むとともに、関係機関、団体と連携し、

スマート農業機械の導入により効率的で持続可

能な農業経営の実現に向け積極的に支援してい

きたいと考えております。 

  次に、（５）の有機農業の今後の展望について

ですが、本市では現在、国のみどりの食料システ

ム戦略推進交付金を活用し、有機農産物の生産か

ら消費までの循環を構築する取組を推進してい

るところです。令和４年６月に生産者、流通・加

工業者、消費者、学術機関等を構成員といたしま

した米沢有機農業産地づくり推進協議会を設立

し、当協議会が主体となり様々な事業に取り組み、

今年度が最終年度となります。 

  令和４年度は、有機農業に取り組んでいる先進

地への視察や商談会への出展、市内小中学校や保

育園給食への有機栽培米の提供、市内直売施設に

期間限定での有機農産物や加工品の販売ブース

の設置、有機栽培実証圃場の設置など、情報収集

と有機農業の拡大につながる試験的な取組を行

ってまいりました。 

  令和５年度は、有機農業の新規栽培者数を増や

すための栽培技術や販路に関する研修会の開催、

市内小中学校や保育園のほか特別支援学校の給

食や大学の学食への有機農産物提供など、本市有

機農業の情報発信や拡大に向けた取組を行った

ところです。 

  こうした２年間の取組から、本市有機農業を拡

大していくためには、栽培方法に関する生産面や

販路面での課題が見えてきたことから、今年度は
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これらの課題解決に向けた取組として、慣行栽培

に比べて収量が少ない傾向にある有機栽培にお

いて、収量向上が期待できる栽培方法の実証圃の

設置、有機農業者の経営規模に合った商談会の開

催や市内小中学校給食への有機農産物の提供、活

用の定着に向けた学校給食関係者との意見交換

などに取り組んでおります。 

  交付金措置が終了となります令和７年度以降は、

米沢有機農業産地づくり推進協議会の会員間の

連携をより密にすることで自発的な活動を促し、

交付金を活用して行った３年間の取組の定着化

を目指します。また、国においては、みどりの食

料システム戦略に基づき、地域での有機農業に関

する取組を後押しする支援メニューが出されて

いますので、これらも活用しながら、本市の有機

農業の拡大を進めていきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 佐藤教育長。 

  〔佐藤 哲教育長登壇〕 

○佐藤 哲教育長 私からは、２のスポーツ振興に

ついての御質問にお答えいたします。 

  初めに、（１）市民が参加できるスポーツイベ

ントなどの機会が減少しているのではないかに

ついてですが、本市では、市民が生涯スポーツと

して広くスポーツに親しむ機会を創出すること

及び幅広い年代や地域内外の方々の交流を促し、

地域づくりにつなげていくことなどを目的に、年

間を通して市民スポーツ教室や市総合スポーツ

大会、市民スポーツレクリエーション大会、ファ

ンプラスウォーク推進事業などを実施しており

ます。 

  また、令和５年度には地域スポーツクラブ育成

事業として、地域のスポーツ推進委員の皆様のお

力をお借りしながら、市内10地区でスキーやバド

ミントン、グラウンドゴルフなどの講座を実施し、

それぞれの体力や年齢、技術、興味、目的に応じ

たスポーツに触れ合う機会を提供することで、地

域コミュニティーの推進を図りながら、スポーツ

を通した市民の健康増進や体力向上に取り組ん

でまいりました。 

  しかしながら、平成28年度から７年間参加して

おりましたチャレンジデーも、社会環境の変化な

どの理由により令和５年度をもって終了となり、

米澤上杉城下町マラソンについては、大会の在り

方、運営方法などについて検証を行うため、令和

６年度休止としたことから、今年度は例年と比較

し、市民が参加できるスポーツイベントなどが減

少しているのは、議員お述べのとおりであります。 

  このスポーツイベント等の減少により懸念され

る市民の健康増進機会を確保していくために、今

年度は新たなスポーツイベントとして、10月12日

に「歩いて！走って！知って米沢 ラン＆ウォー

クラリー」を開催いたします。 

  その内容としましては、制限時間内にスタート

地点の市役所駐車場からゴールの市営人工芝サ

ッカーフィールドまでの間に設けるチェックポ

イントで、本市の魅力に関するクイズに答えてシ

ールを集めていただきながら、ランニングやウオ

ーキングで自由に巡っていただくスタンプラリ

ーとなっております。 

  ゴールでは参加賞のほか、集めたシールの数と

アンケートへの回答により、さらに景品を受け取

っていただき、ゴール後は「よねざわ肉の陣」や

「よねざわ戦国花火大会」などのイベントを楽し

んでいただける内容となっているほか、地域おこ

し協力隊のベンジャミン隊員によるランニング

クリニックも同時開催することとしております。 

  このイベントは順位やタイムも競うものではな

く、自分のペースで楽しみながら、気軽にどなた

でも、誰とでも参加できるイベントですので、多

くの市民の方々に参加していただき、地域コミュ

ニティーの推進や健康増進、体力向上のきっかけ

としていただきたいと考えております。 

  次に、（２）上杉城下町マラソンの検討状況は

どうかについてお答えいたします。 

  米澤上杉城下町マラソンは、従来の松川河川敷
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を中心としたコースから、平成27年に市街地を走

るコースに変更して新たにスタートした大会で

す。しかし、近年は、台風や新型コロナウイルス

感染症の影響により、大会の中止及び見送りが続

き、昨年５年ぶりに開催いたしましたが、初回大

会からこれまで参加者数が募集定員に達したこ

とはなく、本市の財政負担に見合った事業規模と

はなっておりませんでした。 

  また、市民の健康増進や競技力向上、交流人口

の増加による地域経済の活性化等の面からも効

果が限定的であるとの判断から、今後より多くの

参加を得て、一定の効果を生み出しながら大会を

継続し定着させていくために、大会の在り方、運

営方法などについて検証を行う必要があると考

え、令和６年度休止としたところです。 

  現在までに行っている検証内容としましては、

適正な参加人数や事業費、参加者ニーズや運営ス

タッフの意見などを調査するため、市民並びに過

去に本大会に参加していただいた方及び県内22

のマラソン大会事務局を対象としたアンケート

の実施と、県内外のマラソン大会やウオークラリ

ーの視察などに着手しているところです。 

  今後、ただいま申し上げましたような調査の結

果などを基に、競技団体からの御意見も含め実行

委員会で協議し、持続可能な米澤上杉城下町マラ

ソンの大会の在り方、運営方法などについて、引

き続き検証を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

  〔遠藤直樹企画調整部長登壇〕 

○遠藤直樹企画調整部長 私から、３の米坂線の復

旧についてお答えいたします。 

  米坂線は、置賜地域内における高校生の通学や

通勤など、日常利用に欠かせない足であるほか、

山形県と新潟県をつなぐ路線として観光面でも

重要な役割を担っております。 

  議員がお述べのとおり、令和４年８月の豪雨災

害により大きな被害を受け、今泉駅から坂町駅間

が不通となり、代行バス輸送が行われております。 

  被災前後の利用状況を比較すると、米沢駅と坂

町駅間の１日当たりの平均通過人員は、被災前の

令和３年度の290人に対して令和５年度は代行バ

スの輸送も含めて220人となっており、約４分の

３に減少しております。内訳として、鉄道で運行

している米沢－今泉間は被災前の約９割の利用、

代行バスで運行している小国－今泉間は被災前

の約６割の利用に減少しております。 

  これら減少の理由としては、通学で小国－米沢

間を利用する場合、今泉駅で乗換えが必要になる

ことや、被災前は使えていた鉄道車両のトイレが

維持管理の都合で使用できなくなったことに加

え、代行バスにおいては、朝の出発時間が早いこ

と、車酔いすること、トイレがないことなどから

利用を避けているのではないかと考えられます。

特に高校生の通学に対する影響が大きいのでは

ないかと思っているところであります。 

  また、観光面では、特に雪の降らない台湾の方

から人気があり、新潟から蔵王に向かうツアーの

中で、景観が魅力的な山間部を走る雪上列車とし

て米坂線の需要があり、被災前には冬期間で約

1,000人の方に利用されておりましたが、現在は

鉄道を利用したツアーが組めないことから、イン

バウンド需要に大きな影響が出ているとお聞き

しております。 

  このような中、復旧に向けた取組としては、本

市の重要事業要望において米坂線の全面復旧を

掲げ、国や県、ＪＲ東日本に対して強く要望して

いるほか、米坂線整備促進期成同盟会や置賜総合

開発協議会が行っている要望活動にも参画して

おります。 

  利用者の増加に向けた取組としては、置賜地域

奥羽新幹線整備・米沢－福島間トンネル整備実現

同盟会の主催で、今年３月に置賜地域の春のイベ

ントを東京駅や品川駅でＰＲしましたが、その際

に米坂線も含めた置賜地域内外の鉄道の利用促
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進を呼びかけたほか、山形県が主催する「やまが

た鉄道沿線活性化プロジェクト推進協議会置賜

ワーキングチーム」では、沿線自治体や関係者が

行うイベントを情報共有するとともに、イベント

開催時には署名活動を行うなど、米坂線復旧に向

けた機運醸成も図っております。 

  置賜総合支庁が事務局となって先月末に開催さ

れました「米坂線復活絆まつり」においては、山

形・新潟両県知事などと共に米沢市長も「きずな

セレモニー」に参加し、米坂線復旧にエールを送

ったところであります。 

  また、ＪＲ東日本と米坂線の関係自治体が米坂

線復旧検討会議を設け、これまで３回の会議を行

っております。この会議の中でも各自治体からＪ

Ｒ東日本に対して、鉄道による復旧を強く訴えか

けているところであります。 

  このような取組を継続し、米坂線の早期全線復

旧を目指してまいります。 

  私からは以上であります。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） 御答弁ありがとうござ

いました。 

  それでは、順番に再質問していきたいと思いま

す。 

  まず、次期の農業振興計画では作業部会ごとに

策定作業を行っていくとのことでしたが、この計

画期間は10年と長いため、今の課題解決はもちろ

ん当たり前ですけれども、将来を見据えた計画で

なければならないと思います。 

  それから、これからますます高齢化が進み、先

ほど産業部長からも65歳以上の農業者が65.6％、

高齢化の実態が明らかになったわけですが、そう

いった高齢化が進み、離農していく農家が増えて

いけば、20代から40代の若手農家に農地が集積し

ていくことが予想されます。そうなると、若手農

家への負担やそれから責任が非常に大きくなっ

ていくと考えられます。 

  先ほど市長からは、米沢市ではもうかる農業、

好循環の農業、そして、若者が希望が持てる農業

を実現したいという答弁がありましたけれども、

これからの米沢の農業を担う若手農家の声を計

画に反映していく必要性が高いと私は考えるわ

けですが、その点について、この計画に若手農家

の声を反映していくような施策があれば教えて

いただきたいと思います。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 計画の策定作業部会におきま

しては、若手農業者の方を主体としたメンバーを

選考させていただいております。また、ＪＡ青年

部をはじめ、稲作や園芸、畜産などの若手農業者

に入っていただいておりますし、また、農政審議

会におきましても青年農業士にも入っていただ

いております。さきの会議におきましては、具体

的なお話として、農業は大変だとか、もうからな

いなどの発言をされると若者は農業をやりたが

らない、その言葉は使わないでほしいといったお

話もいただきました。作業部会からも将来を思う

御意見をいただいておりますので、そういう声を

しっかりと計画に反映していけるように今取り

まとめ作業をしているところです。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） ぜひ、若手の農家の声

というのを非常に大切にしていただいて、さらに

は代表者だけではなくてやはり広く様々な方、そ

ういった方の意見をざっくばらんに聞けるよう

な場も設定していただきたいとお願いしたいと

思います。 

  先ほど、未来を拓く農業支援事業の活用状況に

ついて御答弁いただきましたが、令和３年の３月

定例会でも私はスマート農業についての質問を

しています。このときは、最先端技術の導入とし

て、重いものを持つのを助けるアシストスーツ、

価格としては比較的安価なものが多かったとい

う御答弁あったと記憶しておりますが、現在、未

来を拓く農業支援事業の活用の中で、利用状況に

ついて何が多いとか、そういった傾向に変化があ
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れば教えていただきたいと思います。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 令和元年度、令和２年度につ

きましては、農業用ドローンが多く活用されてお

りました。令和３年度は、今お話のありましたア

シストスーツの導入に活用いただいておりまし

たが、最近では、認定新規就農者に対する生産資

材導入などへの支援や販売用の包装資材等の製

作などに多く活用いただいている、そういう状況

です。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） ニーズというかトレン

ドみたいなのは、やはりそのときそのときで変化

していくのだろうと思います。今、産業部長から

答弁もありましたドローンですけれども、農業者

の間にも大分定着してきて、防除などに活用して

いる人が多く見られるようになりました。このド

ローンですけれども、機械をただ買っただけです

ぐ操縦できるのではなくて、やはり免許も必要で

す。 

  その免許については、今、民間資格もあります

が、2022年に国家資格の免許制度が始まって、

2025年には全ての関連資格が国家資格に統一さ

れることになっています。資格を取得するために

講習を受ける必要があって、民間でも国家資格も

同じぐらいなのですが、約10万円から20万円かか

るそうです。このドローンの免許取得、これに係

る費用というものは未来を拓く農業支援事業の

対象になるのかどうか確認したいと思います。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 現在の未来を拓く農業支援事

業におきましては、その講習会の費用については

対象となっておりません。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） なっていないというこ

とです。このドローンの資格のようにやはり刻一

刻と状況が変わってきて、新しいものであったり、

これまでなかったというもの、やはりそういった

状況があるのではないかと思います。そういった

ものにやはり柔軟に対応できる制度設計が必要

だと思います。 

  そしてまた、この支援事業については、総額の

２分の１が助成になって、先端技術の導入に関し

ては上限金額が50万円になっているかと思いま

す。最近ではトラクターに後づけできる自動操舵

装置、運転士がハンドルを握らなくても機械が操

作してくれるというものですが、これが一式で約

100万円以上するものもあります。より高度なも

のを導入しようと思うと、金額がだんだん上がっ

て高額な負担が必要になってくるわけです。現行

の制度設計では対応できない事例も今後生じて

くるのではないかと思いますので、この制度につ

いてもその時々のニーズを捉えながら見直しを

図っていく必要があると思うのですが、その点の

認識についてお伺いしたいと思います。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 未来を拓く農業支援事業につ

きましては、制度を創設してから10年以上が経過

しております。先ほど申し上げましたように農業

用のドローンにつきましては、いわゆるハード整

備に対する支援ですけれども、先ほどお話があり

ましたように、例えば操作のための講習会への利

活用もできるように制度の見直しなども行いな

がら、やはり今技術革新などもあって、また農業

者のニーズも変化してきておりますので、そうい

う皆様の御意見をお聞きしながら、より御要望に

沿った制度の見直しについて検討していきたい

と考えております。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） ぜひよろしくお願いし

ます。 

  スマート農業に関連して、もう一点質問したい

と思います。ドローンやトラクターの自動運転を

行うためには、正確な位置情報を得ることが必要

で、位置情報サービスとしてはＧＰＳ、これが知

られていますが、今はＲＴＫ（リアルタイムキネ
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マティック）という測定方法があるそうです。こ

れは衛星データだけではなくて、地上の基準局か

ら発信される補正情報を組み合わせてずれを補

正することで、ＧＰＳよりもより精度の高い位置

情報を取得することができて、１か所の基地局を

設置すれば半径20キロメートル以内をカバーで

きるようなものになっています。 

  つまり、基地局を１か所か２か所設置すれば、

米沢のほとんどの圃場をカバーすることができ

るようになりますが、この基地局を個人で設置す

るのではなくて、インフラとして自治体が整備す

るケースというものが増えてきています。今すぐ

設置してくださいというわけにはいかないかも

しれませんが、まずはその設置に向けてのニーズ

の調査というものをする必要があると思うわけ

ですが、その点についてお伺いしたいと思います。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 今御紹介いただきましたＲＴ

Ｋ基地局ですけれども、現在米沢市には固定局が

ないわけですけれども、いろいろ調べますと、県

内でも基地局を設置している自治体も少しずつ

出てきております。スマート農業の推進にはやは

り必要なインフラだと思っておりますので、いろ

いろ他自治体の先進事例も調査しながら研究し

ていきたいと考えております。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） ぜひよろしくお願いし

ます。 

  続いて、有機農業推進についてお伺いしたいと

思います。有機農業に取り組む農家を増やす施策

というのは、様々取り組んでいただいたというこ

とでしたけれども、実際に有機農業産地づくり推

進事業に取り組んだ２年間、今年を含めば３年間

となるわけですけれども、その間に有機農業に取

り組む農家というのは実際に増えたのかどうか。

特に今までの慣行栽培から有機栽培に転換する

農家というものは増えていらっしゃるのかどう

か、お伺いしたいと思います。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 今年度の事例を申し上げます

と、慣行栽培から有機栽培に変更し、取り組んで

いる生産者として、野菜の栽培でお２人いらっし

ゃいます。近年を見ましても、少しずつではあり

ますが増えてきている状況です。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） 今、野菜農家という話

がありましたけれども、できれば稲作についても

有機農業に転換する農家が増えてきてほしいと

思うわけですけれども、需要があって価格も安定

してくれば、有機栽培、特に稲作に取り組む農家

も増えてくるのだろうと思いますが、そのために

取り組みやすいのがやはり学校給食への提供だ

と思います。今年度も何回か有機栽培米の提供を

行う予定であると思いますが、ふだん提供される

一般米と有機栽培米では価格差が生じてしまう

わけです。その価格差を埋めるために、実際に実

行するための予算額というのはどのくらいか。大

体で構いませんので、その予算額と財源について

はどのようになっているのかお伺いしたいと思

います。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 令和４年度は４回実施いたし

ましたけれども、経費につきましては約124万円

でありました。昨年、令和５年度は２回の実施で

したが、経費は約65万円です。今年度につきまし

てはこれから２回実施する予定でありますけれ

ども、その差額については現在有機農業産地づく

り推進協議会が負担しているということになり

ます。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） 有機米の提供というも

のは来年度以降も継続していただきたいと思う

わけですけれども、有機農業産地づくり推進事業

の交付金というのは今年度が最終年度というこ

とになりますので、来年度以降どう財源を確保し

ていくのかというところが課題になってくるの
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ではないかと思いますが、来年度以降、もし実施

される場合の財源については、今何か考えがあれ

ばお伺いしたいと思います。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 来年度からは、学校給食費の

予算の範囲内で食材として取扱いができないか、

教育委員会と協議していくことになりますけれ

ども、有機農業を推進していく上で、できるだけ

途切れなく継続できるようにしていきたいと考

えているところです。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） ぜひそのあたりは市長

にもお願いしたいところですけれども、私から一

つ提案ですけれども、ここはぜひその財源にふる

さと納税の寄附金を充てていただきたいと思い

ます。しかも、ただ寄附金を充てるのではなくて、

学校給食で使う有機米をふるさと納税の返礼品

に設定して、それによって農家も収入を得るとい

う、そういった仕組みをつくれないかと思います。

今でもふるさと納税の返礼品の中で米は上位に

位置しているかと思いますので、ぜひふるさと納

税に活用してもらって、国や市からの交付金を当

てにするのではなくて、農家が自分たちで財源を

確保していく。まさに好循環の米沢という体制、

仕組みを構築していただきたいと思いますが、こ

の点に関してどのようなお考えをお持ちかお伺

いしたいと思います。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 有機米につきましては、現在

ふるさと納税の返礼品の一つになっております。

それを財源とするという御提案でありましたけ

れども、その件につきましてはふるさと納税事業

全体の中で考えてみたいと思います。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） ぜひ検討をお願いした

いと思います。そうなってきますと、有機米の量

をどう確保していくのだということがやはり次

に課題になってくるのだろうと思います。有機の

基準に基づいて栽培したことを第三者機関が証

明する有機認証というものがありまして、認証に

は農薬や化学肥料を使わない期間が最低でも２

年間必要になります。また、認証を得るためにも

農家側が負担金を払わなければならないという

こともあって、そして、この認証を取ったからと

いって、それが農家の収入にそのまま価格転嫁で

きるかというと、必ずしもそうではないようなケ

ースがあります。 

  こうしたことが有機農業への転換が進まないこ

との一つのハードルになっているのではないか

と思いますが、これは私が以前も申し上げたと思

いますけれども、そこで有機農産物だとみなせる

米沢市独自の認証がつくれないかと思います。学

校給食に提供するのであれば、お金をかけて認証

を得なくても、市が第三者機関となって品質や安

全性を担保していく。そして、それをふるさと納

税の返礼品に回して、寄附していただける方にそ

の趣旨を理解していただければ、市の認証でも十

分通用するのではないかと思いますが、その点に

ついてどのようにお考えか、担当課の御意見をお

伺いしたいと思います。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 自治体独自の認証制度につき

ましては、確かに有機農業に取り組む生産者の方

の後押しになるものだと考えております。今、御

意見をいただきまして、独自の認証制度を進めて

いる自治体もありますので、もう少し先進事例を

調査しながら情報収集し、研究していきたいと思

います。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） ありがとうございます。

ぜひよろしくお願いいたします。 

  続いて、米澤上杉城下町マラソンについてお伺

いしたいと思います。今は、全国各地で市民マラ

ソンが開催されていますが、ある調査によります

と、市民マラソンの約４割で参加者の定員割れが

起きているそうです。先ほど、米澤上杉城下町マ
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ラソンも定員割れが続いているような御答弁が

ありましたが、一時の市民マラソンブームも随分

落ち着いて、今後は選ばれるマラソン大会になら

なければ衰退していくということが予想されま

す。 

  そこで、ほかの大会との差別化を図る必要があ

りますが、改めてここで確認したいのですが、米

澤上杉城下町マラソンの目的としては、市民向け

の健康増進か、それとも市外からの誘客、観光振

興、どちらがウエートとして大きいのかお伺いし

たいと思います。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 本市の米澤上杉城下町マ

ラソンについては、スポーツツーリズムを推進し

て地域経済に寄与するとともに市民の健康増進

を図ること、これを目的として開催してきたとい

うこともありまして、健康増進と観光振興、両方

の効果を期待した大会であると考えております

けれども、今後の検証の中ではそのバランスにつ

いても見直しを行う可能性もあると考えており

ます。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） その点については分か

りました。 

  そこで、もう一点お伺いしたいのですけれども、

米澤上杉城下町マラソンを運営していくには、ボ

ランティアの方、特に各地区のスポーツ協会の役

員などの協力が必要不可欠だと思います。私も何

年かスタッフとして参加しましたが、朝早くて、

しかも市内の道路を通行止めにするために市民

の方から苦情を言われることもあって、非常に大

変な思いもしました。そういったことから、実は

休止になって安心している人もいるのではない

かと私は思っているのですけれども、そういった

ところで参加する側、走る側はやってほしいとい

う意見だと思いますけれども、運営する側、手伝

う側の意見というものも聞いていく必要がある

のではないかと思いますが、その点についてどの

ようにお考えかお伺いしたいと思います。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 スポーツに関しましては、

する、見る、支えるという様々な立場で関わるこ

とが想定されます。大会ボランティアにつきまし

ては非常に重要な運営スタッフであり、参加者を

支えるという意味で大会開催にはなくてはなら

ない存在であると考えております。 

  ただいま議員がお述べのとおり、ボランティア

として本大会に関わられた方々からの御意見に

ついては、大会の運営方法などについて検証を行

うに当たり、非常に重要であると考えております。

したがいまして、今後進めていく検証作業の中に

おきまして、米澤上杉城下町マラソンに協力いた

だいたボランティアスタッフの方などから御意

見をお聞きする機会もぜひ設けていきたいと考

えております。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） ぜひ様々な視点から検

証していただければと思います。 

  その中で、もう一点、参加料についてもお伺い

したいと思いますけれども、昨年のハーフマラソ

ンの部で4,500円ということで、他市の大会の要

綱を見ますと5,000円から7,000円、高いところで

１万円というところもありました。参加料の高騰

というものも近年市民マラソン離れの要因の一

つとなっていると言われていますが、やはり物価

高や人件費の値上げが続く中で、ボランティアの

方の負担を減らすために警備員を雇うなど、応分

の受益者負担が必要なのではないかと思います。 

  また、実施する時期についても、ちょうど今頃

から冬にかけて行われる大会が多いですけれど

も、そうすると大会が重複してしまうということ

もあります。例えばですけれども、桜が咲く時期

に実施するなど、時期をずらすような工夫も必要

ではないかと思います。 

  米澤上杉城下町マラソンについては、再開を望

む声もあるということは私も認識しております
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し、市民の運動する機会の創出、それからスポー

ツツーリズムという観点からも非常に有意義な

ものであると思いますが、参加料もしかりですけ

れども、応分の負担をいただきながら、やはり参

加してよかったと思えるような大会にしていく

こと、そしてほかの大会と差別化を図って人を呼

び込む大会にすることが必要だと思いますが、そ

の点についてどのようにお考えかをお伺いした

いと思います。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 まず、参加料につきまし

てですが、県内の他市町で開催されておりますマ

ラソン大会のハーフの部の参加料、幾つか例を挙

げますと、山形市開催の山形まるごとマラソン、

こちらが5,500円、あと南陽市で開催されます南

陽さわやかワインマラソンについては4,000円と

いうことになっておりまして、本市の4,500円と

いう参加料について大きく開きがあるとは考え

ておりません。 

  しかしながら、魅力ある大会というイベントを

創出するためには、やはり大会のゲストでありま

したり、様々な映像でありましたり、そういった

魅力を創出しながら参加者をより多く呼び込む

ということも必要になってくると思います。 

  今、議員から大会の開催時期についても春がよ

いのではないかという御提案がありましたけれ

ども、今回の検証に当たっては、検証項目の一つ

として大会の開催時期も含めて検証しておりま

す。そういった参加料、あるいは大会の内容、概

要についても併せて検証しながら、引き続き大会

の開催の可否について検証していきたいと考え

ております。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） ぜひよろしくお願いし

ます。 

  もう一点、スポーツ振興についてお伺いしたい

と思いますけれども、先ほど教育長の答弁にもあ

りましたが、昨年度から地域おこし協力隊として

ガンドゥ・ベンジャミン選手が着任しています。

平成25年の箱根駅伝で花の２区で12人抜きと日

本中を沸かせ、私も母校が日大ですので、非常に

胸躍らされたことを思い出します。ベンジャミン

選手が本市に来ていただいたことは本当に幸運

なことだと思いますし、山形県縦断駅伝で活躍し

てもらうことも期待しますが、例えばですけれど

も、小中学校を回って走り方教室をしてもらうな

ど、本市のスポーツ振興、それから競技力の強化、

そういったものにもつなげていっていただきた

いと思いますが、何か具体的な取組、考えている

ものがあれば教えていただきたいと思います。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 地域おこし協力隊のベン

ジャミン隊員の活動の状況について、まずは御紹

介させていただきたいと思います。駅伝の米沢チ

ームの強化に向けた練習会の実施のほか、市内の

小学校において国際交流事業や英会話の能力向

上、そして、国際的な視野を育む中学生、高校生

との交流事業への参加、さらには市内の高等学校

の陸上部への指導など様々な形で市民との交流

を図りながら、彼の能力を生かした活動に取り組

んでいただいております。 

  また、来月には市内の小学校で開催予定の校内

陸上大会へゲストランナーとして参加すること

なども予定されておりますけれども、今後につき

ましては、さらに彼のスキルを生かした活動内容

を拡大しまして、幼児から大人まで幅広い世代の

市民とのスポーツ活動を通じた交流によって、本

市に元気を与えていただけるような事業展開を

検討してまいりたいと考えております。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） ぜひ本市から箱根駅伝

を走るようなランナーが出るような、そういった

ものにつなげていただきたいと思います。 

  市長にお伺いしたいと思いますが、スポーツは

地域に活力を与え、また、まちの活力のバロメー

ターであると私は思っております。繰り返しにな
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りますけれども、本市では残念ながら市民が気軽

に参加できるスポーツイベントであったり、機会

が減ってきているというのは事実だと思います。

体育館などの箱物というのはすぐには造れない

かもしれませんが、スポーツイベントについては、

アイデアや工夫を凝らせば、予算をそんなにかけ

ずに米澤上杉城下町マラソンのようなそんな大

がかりなものでなくてもできると思います。そこ

で、市長に今後、米沢市のスポーツ振興をどのよ

うに進めていくのかというところをお伺いした

いと思います。 

○相田克平議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 議員の御指摘はそのとおりだろう

と思います。いろんな形で市民の皆さんが気軽に

体を動かす、スポーツに親しむ場、機会をつくる

ことというのは非常に重要かと思います。 

  また、イベントも重要ですし、例えば100歳体操

とかパークゴルフだとか、こういった身近なスポ

ーツというのも、レクリエーションも重要かと思

っています。コミセンでの活動をもっと積極的に

やっていただけるような機会であるとかという

ことも通じて、全体でウェルビーイングという幸

福度を上げる、健康増進につなげるような機会を

つくっていきたいとこのように思います。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） ありがとうございます。 

  最後、時間がなくなってしまいましたが、米坂

線について１点だけお伺いしたいと思います。 

  ＪＲ東日本からは、ＪＲの直営、それから上下

分離方式、地域事業者による運営、それからバス

転換の４つのパターンが提示されているかと思

います。その上で、ＪＲ東日本は直営での復旧は

困難との姿勢を示していますが、そうなってくる

と上下分離方式や地域事業者の運営ということ

になりますが、今現在、本市を走る区間は運行し

ているのでまだそこまで現実味はないかもしれ

ませんが、不採算路線であることには変わりあり

ませんので、将来、直営以外の運営になる可能性

も十分考えられると思います。 

  報道等を見ますと、山形鉄道の社長でもある長

井市長からはＪＲ東日本から米坂線の運行を受

託する構想が示されるなど、様々なパターンが考

えられますけれども、そうしたことに向けて、本

市でも様々な想定、それから試算を行う必要があ

ると思いますので、これまでそうしたものは行っ

てきたのか。もししていなければ今後行う必要が

あると思うわけですが、その点について最後、考

えをお伺いして終わりたいと思います。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 それぞれの費用の試算に

ついては現在示されていないところで、我々とし

ても行っていないところであります。現時点で各

自治体としましては、災害復旧事業として国の支

援の下でＪＲ東日本が復旧するのだということ

を前提にＪＲ東日本に運営することを強く求め

ておりますので、まだそうしたシミュレーション

を行う段階ではないと考えております。 

○相田克平議長 以上で12番古山悠生議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時００分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時１０分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、防災・災害リスクの予知と対応について

外２点、16番遠藤隆一議員。 

  〔１６番遠藤隆一議員登壇〕（拍手） 

○１６番（遠藤隆一議員） おはようございます。 

  米沢爽風会、遠藤隆一です。本日もよろしくお

願いします。 

  まずは、先日、（仮称）栗子山風力発電事業の

件につきましては、当局の皆様、そして市長のす
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ばらしい御判断をいただきまして、大変ありがた

く思っております。 

  それでは、質問に移らせていただきます。 

  項目は３項目ございます。１つ、防災・災害リ

スクの予知と対応について、２つ、米沢の夏の遊

びと憩いの環境について、３つ、動物の愛護につ

いて、以上大項目３つについて伺います。 

  大項目１の小項目１、最上川流域の支障木につ

いてです。 

  近年、豪雨による災害は、季節・地域を問わず

頻発化、激甚化しています。その多くは河川の氾

濫によって広範囲に甚大な被害を及ぼしている

ものですが、その氾濫の一つの大きな要因となっ

ているのが支障木です。支障木が流れ出し、橋桁

にとどまり流れをせき止めて、圧力がかかり橋桁

や堤防を決壊させます。 

  私自身、ここ数年、県内外の様々な被災地を訪

ね、ボランティア活動を兼ねて被災状況を見て回

っていますが、近年では岩手の岩泉町の小本川の

氾濫、清水川の氾濫、2022年には大石田町の最上

川の氾濫、また、2022年には飯豊小白川の橋、鉄

橋の崩落もございました。 

  また、この７月の県内、庄内、最上地域を襲っ

た災害においては、戸沢村と酒田市の２か所に２

日にわたり足を運び、ボランティア活動を通じて

被害状況を見てまいりました。そこで、どの被災

地でも共通して言えるのは、支障木が非常に多く

流れ出し、川をせき止めて、それが氾濫、大きな

激甚災害につながっているということでござい

ます。 

  米沢では現在、河川に鬱蒼と支障木が生い茂り、

まるでジャングルの様相となっています。特に、

皆様も御存じのとおり、万里橋から松川橋の区間

は非常にひどいもので、松川橋からの眺望は市立

病院が木に隠れて見えないほどです。そのような

大量の支障木が豪雨によって上流から押し流さ

れた場合を想定するに、相生橋、そして住之江橋

から下流の橋々を次々とせき止めて氾濫に至る

ことは容易に想像できることです。 

  もしも、万里橋から相生橋の間で氾濫が起きれ

ば、真っ先にその周辺地域はもちろん、市立病院、

三友堂病院は浸水、命をつなぐ道路は決壊と、甚

大な被害が予想されます。加えて、相生橋は現在

老朽化のために架け替え工事の検討が進められ

ているほどで、ひとたび氾濫し、支障木によって

せき止められた圧力が一気にかかれば、橋桁の崩

落も予想されます。 

  防災において最優先すべきは、支障木の伐採撤

去による河川の整備と思われます。米沢は過去の

災害から学ぶべきと思います。つきましては、こ

の件に関する防災の面からどのような調査を本

市においては行われて、どのような災害リスクの

判断によって、どのような対応をお考えになって

いるのかお聞かせください。 

  また、本市重要事業要望書にもある一級河川最

上川河川改修事業の早期着工について、また、県

管理河川の計画的な治水対策の促進についての

進捗についてお聞かせください。 

  小項目２、（仮称）栗子山風力発電事業の影響

について。 

  国内最大級の全高168メートルもの風車を建設

するには、１基（１か所）当たり最低でも50メー

トル四方を平たんに切り開き、直径20メートルも

の基礎を打つ必要がある計画です。掘削された土

砂は、一部リサイクルとして排出される以外は全

て建設現場の盛土やのり面として埋め立てられ

る計画です。 

  私たちは市民団体の皆さんと共に７月10日、山

形市内で開かれた準備書についての環境影響評

価審査会の傍聴にも出向きましたが、審査員から

の問いに対しても、事業者の担当者はこの期に及

んでも「現地調査を行った上で、安全に配慮して

建設場所を選定する」などと非常に曖昧な返答に

さらなる疑念を深めました。 

  そして、これは私たち自分の目でしっかりと現

場を確認しなければならないとの思いを抱き、市
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民団体の皆様と共に実際に建設予定地周辺を８

時間ほどかけて歩きましたが、栗子連山のあのよ

うに急峻な尾根沿いに最大10か所もの50メート

ル四方のヤードを切り開き、それを道路でつなぐ

という計画は全くの無謀で、想像を絶するとしか

言い表しようがありません。 

  栗子峠近辺の地質については、福島大学の八島

教授らが1995年、第１級の地滑り地帯と結論づけ

ており、また、名古屋大学の研究者らは、この一

帯は典型的な地滑り地帯で、地下の火山活動が続

いていると日本火山学会において報告していま

す。実際に私も山で手に取った石は、簡単に粉々

に砕けるようなものでございました。 

  ８月４日に開かれた住民説明会においても、事

業者側からは、市民から土砂災害の危険性につい

て問われると「地滑りの可能性がある区域である

ことは認識しているが、そうした区域は避けて地

質調査を行った上で設計を進める」などと回答し

ました。研究の結果からその一帯が地滑り地帯と

の報告がされているにもかかわらず、そうした区

域を避けてなどと実に曖昧かつ不誠実な回答で

した。 

  今まで人の手が入っていなかった山に開発が行

われれば、山は保水力を失い、洪水や土砂災害、

地下浸透せずに水源の枯渇、生態系への影響など、

環境や私たち人間に深刻な問題が脅威となって

襲いかかってくるのではないかと思われます。 

  国道13号においては、通行規制基準雨量として

連続雨量180ミリメートルに達した場合には通行

止めとなります。しかし、例として令和４年には

雨量基準が通常より引き下げられて、連続雨量

126ミリメートルで通行止めとなりました。これ

が何を意味するのかは明白です。地滑りや土砂災

害が起きる可能性が高いという判断にほかなり

ません。 

  また、本計画において危惧される水質汚濁、土

砂流出の影響については、置賜全域の水源でもあ

る水窪ダム及び周辺道路、また、福島側には３市

３町40万人もの生活用水を蓄える摺上川ダムと、

被害は広範囲に及び、取り返しのつかない状況と

なる可能性が極めて高いと思います。 

  県知事意見書では、土砂災害の防止として、近

年、記録的短時間大雨が全国的に頻発しているこ

とから、風力発電機組立てヤード及び管理用道路

について、配置や構造を見直し、盛土やのり面の

範囲を極力削減することと明記されました。 

  このような影響、災害リスクを米沢市としては

どこまで調査して把握されてきたのか。また、本

市としては、もし事業者側から具体的な対応の回

答が示された場合に、その妥当性をどのように評

価されるおつもりだったのか、その点をお聞かせ

ください。 

  大項目２、米沢の夏の遊びと憩いの環境につい

て。 

  小項目１、公園・レジャー施設に涼と潤いを。 

  市内全域の公園という公園を見て回りましたが、

成島ワクワクランドは、水路を川と表現させてい

ただきますが、川と池には一切水もなく、からっ

からの池の中に小便小僧だけが立っておりまし

た。 

  松が岬第２公園では、水がなし、噴水は止めら

れて板で塞がれた状態で、噴水を囲むように配置

されたベンチがむなしくさえ見えました。 

  米沢総合公園（市民プール）周りでは、こちら

も小高い山から川が造られているわけですが、そ

この水も全くなく、からっからに枯渇しておりま

す。 

  八幡原公園、ここは炊事場もあり煮炊きもでき

るわけですが、給水栓が１か所あるのみで、周囲

の川はよどんでいる状態で、何よりも周囲が森で

熊の出没が非常に怖いという状況です。 

  大森山公園は、広大な敷地ですが、もとより給

水栓が１か所ある程度で、数か所には熊注意の看

板があり、とても恐ろしくてゆっくり遊んでいる

ような状況ではございません。 

  上郷ふれあい公園、これはアルカディアの中に
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ある公園ですが、バスケットコートも３コートあ

るような非常に立派な広大な公園であります。し

かし、その周りの川には全く水もなく、こちらも

干上がっております。 

  このように、米沢市内の公園には水がなく、か

らからに乾いた印象しかありません。米沢には海

水浴を楽しむ海もなく、カヌーやボートを楽しむ

湖や川もなく、プールも夏期閉鎖、幼児から遊べ

る流れるプールやスライダーなどを楽しむ遊戯

プールも全天候型の屋内プールもなく、水族館も

なく、唯一の川遊びは支障木が川を塞ぎ、また、

熊の危険性から遊べず、市民は致し方なく市外に

涼と憩いを求めて出かける傾向にあります。なぜ

現状、そのようなことになっているのかをお答え

ください。 

  小項目２、親水公園の整備を。 

  親水公園と先ほどの公園を分ける必要もなかっ

たかもしれませんが、親水公園と言えるのが松川

河川敷、直江堤公園、窪田の水辺の楽校とあろう

かと思います。 

  松川河川敷は、川の水を引き込んだ、リンゴ、

サクランボ、魚の形を模したプールがありますが、

これらは川の水位によって渇水もあり、また、清

掃されていないため非常に衛生上よろしくない

状態で、子供たちはじめ市民が利用する様子は見

られません。 

  直江堤公園も同様です。川の水位によっては全

く流れない、よどんでしまうような状態で、近日

ある団体が清掃されるということは伺っていま

すが、私が見たときは様々なごみが浮いていまし

た。 

  そして、窪田水辺の楽校、こちらは白鳥の飛来

地等で知られていますが、どうにも木が生い茂り、

そこで非常に不気味な雰囲気、怖さすら感じるよ

うな状況にあります。 

  このように、せっかく米沢というのは人口の割

に非常に公園が多い。その点はすばらしいと思う

のですが、あるものを保全して使える状態にする

ということが必要なのかと思います。また、それ

らを、にぎわいを創出するようなイベントの開催

やキャンプもしくは芋煮会などへの用途の拡大、

そして、広く知っていただけるようにホームペー

ジなどで周知するということが必要かと思いま

す。 

  次、大項目３、動物愛護について。 

  猫の保護への理解と支援を。 

  猫の繁殖を防ぐための不妊・去勢手術費の補助

については、日頃より猫の保護活動に御努力、御

尽力いただいている市民皆様からの声、また、昨

年12月定例会においては髙橋英夫議員の一般質

問もあって、今年度から猫の避妊手術費補助を新

設していただきました。 

  また、その事業費の財源として、ガバメントク

ラウドファンディングを活用し寄附金を募って

いただいていることも大変ありがたく思ってお

り、利用者からも助かりますとの声をいただいて

おりますが、一方では、今後、また来年度はどう

なるのでしょうかと不安の声も多く寄せられて

おります。 

  そこでお尋ねします。本事業開始６月３日以降

の実績、利用状況はいかがでしょうか。また、一

度は早々に受付を休止されましたが、その後再開

された経緯等についても併せてお答えください。 

  また、ガバメントクラウドファンディングにつ

いては、今週末９月７日土曜日が期限となってお

りますが、本日現在、目標金額100万円に対して

達成率は50.8％、50万8,500円、44名の方々から

の支援金となっていますが、この状況については

どのように捉えているか、その見解をお聞かせく

ださい。あわせて、今後、来年度以降についても

本事業の見通しをお聞かせください。 

  また、本年度立ち上がった市民の保護団体、愛

護団体からも、継続的な充実した補助金制度、譲

渡会への支援、そしてシェルターの設置等へ御支

援をいただきたいとの御要望をお預かりしてお

ります。今後、本市としてのそうした団体との連
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携、支援体制についてもお聞かせください。 

  小項目２、野鳥の生態への理解と保護について。 

  鳥といえば、先日、私の母校でもある米沢工業

高校と米沢商業高校が統合される米沢鶴城高校

の校章が発表されましたが、シダレザクラの上に

飛ぶ２羽の鶴の姿に重ね、生徒たちには勇気と希

望を持ち未来に羽ばたいてほしいとの願いが込

められました。また、何より上杉家の家紋は竹に

スズメでございます。 

  人は太古の昔から鳥に対しては、その時代時代

の文化において、神としてあがめたり、自由や解

放の象徴だったり、力や知恵の象徴であったり、

平和の象徴であったりと、常にシンボリックなも

のとして畏敬の念を持たれてきたように思いま

す。そうして鳥との関係は時代とともに変化しな

がらも、現代においては、なお自然保護と動物愛

護の対象として重要な存在ではないでしょうか。 

  先日の新聞に、環境省は早ければ2026年に能登

に復興支援の一環で国の特別天然記念物トキを

放鳥するとし、そのトキの繁殖や生息域の拡大に

向け、石川県能登地域のほか、島根県出雲市を選

定、また、飛来したトキが生息できる環境整備を

進める地域として、宮城県登米市、秋田県にかほ

市、茨城県、栃木県、千葉県などの自治体を選定

し、広範囲でトキの定着を目指すとありました。

しかし、国の特別天然記念物トキであっても、衝

突、墜落等のバードストライクが死因の２割を占

めるということです。 

  そこで、米沢にも、今では全国に僅か300羽ほど

と言われる絶滅危惧種で希少猛禽類のイヌワシ、

そしてクマタカが生息していますが、そこに今ま

さに風力発電が建設されようとしているわけで

す。その建設予定地は、林野庁が緑の回廊として

保護する吾妻連峰と蔵王連峰をつなぐ大自然、栗

子連峰、栗子連山の中にあって、その近辺にイヌ

ワシは営巣し、食物連鎖の頂点として食物連鎖全

体のバランスと生物多様性の維持に働いていま

す。そうしてイヌワシをはじめ熊など、山に生き

る者たちが生態系をなし、土に返り、植物が育ち、

水や空気がろ過されて、私たち人間はその恩恵に

守られ、生かされています。 

  県知事意見書では、イヌワシ等希少猛禽類の生

息及び生息環境保全として、準備書及び県独自調

査から事業実施区域近傍でのイヌワシが営巣し

ている蓋然性が高いとし、イヌワシに関する予測

及び評価の不確実性が非常に高く、イヌワシの生

息及び生息環境の保全の見地から、事業の取りや

めも含め抜本的な事業計画の見直しを行うこと

と明記されました。 

  このような影響、リスクを市としてはどこまで

調査、把握されてきたのか。先ほどと重なります

が、本市としても、もし事業者から具体的な回答

（対応）を示された場合に、その妥当性をどのよ

うに評価されるおつもりだったのかをお聞かせ

ください。 

  以上で壇上からの質問を終えさせていただきま

す。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

  〔吉田晋平建設部長登壇〕 

○吉田晋平建設部長 私からは、１、防災・災害リ

スクの予知と対応についてのうち、最上川流域

（河川敷）の支障木について及び２、米沢の夏の

遊びと憩いの環境についてお答えいたします。 

  初めに、（１）最上川流域（河川敷）の支障木

についてでありますが、最上川最上流部に位置す

る米沢市では、市内を流れる大半の河川が県の管

理となっており、予算の都合上、管理が追いつか

ず、支障木が繁茂している河川が多くなっている

状況であります。そのため、地球温暖化の影響に

より近年発生する大雨の際には、支障木などが流

れを阻害したり、倒木が流れることで橋梁破損や

堤防決壊などの甚大な被害を及ぼす要因となる

ほか、河川巡視時に視界を遮り、監視を妨げたり

することが問題となっている状況であります。 

  このため、山形県では、国が推進する防災・減

災、国土強靱化のための５か年加速化対策の取組
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と併せ、将来的な河道管理の最適化と持続可能な

河川管理を目指す、河川流下能力向上・持続化対

策計画を令和４年３月に策定し、対策を講じてお

り、県管理河川2,820キロメートルのうち、支障

木や土砂により流れを阻害し、氾濫の危険が特に

高い（河道閉塞率がおおむね20％以上）、約230

キロメートルを優先に、公募型支障木伐採、残土

の民間受入れなど、民間の力を活用し、コスト縮

減を図りながら事業を進めているところです。 

  なお、本市を流れる河川の河道閉塞率は、天王

川の一部で25％であったため、令和４年度に河道

整正、支障木伐採の対策を行っており、その他の

河川につきましては、羽黒川が河道閉塞率10％、

堀立川が９％、最上川（松川）が９％であること

から、対策の優先度は低くなっている状況であり

ます。 

  御質問のありました最上川流域（河川敷）の支

障木処理の対応につきましては、県（置賜総合支

庁建設部河川砂防課）に確認を行ったところ、米

沢市内を流れる最上川流域の河道閉塞率は、先ほ

ど申し上げましたが、おおむね９％でありますが、

米沢市からの要望もある、支障木が高く繁茂し、

河川巡視に支障が生じる松川橋から住之江橋の

区間（約430メートル）について、今年度、支障

木伐採業務を実施する予定です。また、民間事業

者の協力で行う公募型支障木伐採事業において

は、花沢大橋下流の実施を予定しているとのこと

でありました。 

  本県では、令和６年７月25日の大雨により最上

川下流部の庄内、最上地方で大きな被害があり、

河川敷内には流木が散乱している状況でありま

した。最上川上流部に位置する本市においても、

こうした自然災害はいつか起こるかもしれない

ではなく、必ず起きるという認識で対応しなけれ

ばならない課題であると捉えております。引き続

き、大雨などの災害を未然に防ぐための計画的な

治水対策を積極的に推進していただけるよう、国

や県に市の重要事業として要望してまいります。 

  次に、２の（１）公園・レジャー施設に涼と潤

いをについて、噴水の再開、水遊びなどができる

よう施設の保全を行ってほしいとの御質問であ

りますが、都市計画課で管理している公園で噴水

を整備している公園は松が岬第２公園のみとな

ります。その水源は水道水となっておりますが、

給配水管の老朽化とポンプの故障により、平成25

年頃から稼働できていない状況になっていると

ころです。修繕につきましては、費用も高額とな

ることが予想されるため、現時点での再開の見通

しが立っていない状況であります。 

  また、餐霞館遺跡につきましては、修景施設と

して池が整備されておりますが、水漏れにより水

がたまらない状況になっており、漏水修繕の方法

について検討しているところであります。 

  次に、水遊びができる機能を有する公園といた

しまして、米沢総合公園、古志田東史跡公園、松

川公園、上郷ふれあい公園、窪田水辺の楽校、最

上川上流河川緑地、直江堤公園、大樽川河川緑地

の８つの公園がございます。その中でも米沢総合

公園及び古志田東史跡公園につきましては、人工

池や人工小川を整備し、その水源が水道水となっ

ているため、水遊びを楽しんでいただける環境を

整えておりますので、ぜひ御活用いただければと

思います。 

  なお、松川公園には水道水を水源とする人工池

が、上郷ふれあい公園には水道水を水源とする人

工小川を整備しておりますが、施設の老朽化など

により水の流れを停止しているため、現在水遊び

ができない状況となっているところであります。

修繕につきましては、松が岬第２公園の噴水と同

様、費用も高額となることが予想されるため、現

時点での再開の見通しが立っていない状況でご

ざいます。 

  また、窪田水辺の楽校、最上川上流河川緑地、

大樽川河川緑地、直江堤公園につきましては、河

川から取水した人工小川を整備しておりますが、

直江堤公園につきましては、水の流れを阻害する
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堆積物が原因で流水断面が確保されておりませ

んので、堆積物などを除去するなどの対策を講じ

ていきたいと考えております。 

  続いて、新たに噴水や水遊びができる公園を整

備できないかとの御質問でありますが、現時点に

おいて、公園の維持管理を優先して行っている現

状でありますが、条例では市民１人当たりの公園

の敷地面積の標準を10平方メートル以上と定め

ていることに対しまして、整備状況といたしまし

ては、市民１人当たり18平方メートルであり基準

を満たしていることから、新たな公園を整備する

考えは現時点で持っていないところでございま

す。 

  今後も、現在開設しております公園の大規模修

繕の方向性を引き続き検討しながら、利用者の皆

様が安全・安心に楽しんでいただけるよう維持管

理に努めてまいります。 

  次に、２の（２）親水公園の整備をについて、

親水公園周辺の雑木などの伐採など環境保全に

努めてほしいとの質問でありますが、都市計画課

で管理している親水公園につきましては、先ほど

とダブりますが、窪田水辺の楽校、八幡原公園、

最上川上流河川緑地、鬼面川河川緑地、大樽川河

川緑地が該当いたします。その中で、窪田水辺の

楽校につきましては、バーベキューや芋煮会がで

きるかまどが設置され、レクリエーションが可能

な広場や水遊びができるジャブジャブ池があり、

駐車場も整備されていることから多くの方に利

用されている公園となっております。 

  また、天王川に隣接して整備された八幡原公園

は、本市においてキャンプ（宿泊）ができる唯一

の公園であることから、県外からの利用者もあり、

令和５年度の実績として約80人の利用があった

ところでございます。 

  続いて、日帰りキャンプができる公園につきま

しては、火気使用が可能でテントを張るスペース

を確保できるなどの条件を整理いたしますと、窪

田水辺の楽校と鬼面川河川緑地について御利用

いただくことが可能であると考えておりますが、

他の公園利用者や近隣住民の方々に迷惑をかけ

ることのないよう利用いただくことや、雨天時や

川の増水時においては利用を控えていただく必

要がございます。 

  次に、親水公園の環境保全についてでございま

すが、定期的に園路や広場の清掃、草刈り、池の

清掃などを行っておりますが、御指摘のとおり、

雑草や支障木の繁茂により景観が損なわれてい

る状況が見受けられます。維持管理範囲外の除草

や樹木伐採につきましては、河川管理者（県・国）

に適切な維持管理を実施していただけるよう要

請していきたいと考えております。なお、本市に

おきましても引き続き親水公園内の施設などの

保全に努めてまいります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

  〔佐藤明彦市民環境部長登壇〕 

○佐藤明彦市民環境部長 私からは、初めに１の

（２）（仮称）栗子山風力発電事業の影響につい

てお答えいたします。 

  現在、環境影響評価法に基づく環境影響評価準

備書手続が行われており、本年５月10日に米沢市

長が山形県知事へ意見書を提出し、同年８月26日

には山形県知事が経済産業大臣へ意見書を提出

しておるところでございます。山形県知事の意見

書については、希少猛禽類や土砂災害等に対する

影響を懸念しており、適切な保全措置及び対策を

講じるよう求めております。本市の意見について

配慮いただいた上で十分反映された内容となっ

ていると考えております。 

  環境影響評価に基づく調査は事業者が行うもの

であり、本市独自の調査を行っているものではあ

りませんが、環境影響評価準備書の内容や各種法

令及び条例に基づき、関係部署との連携及び事業

者への聞き取りを踏まえて本市の意見を述べて

おります。そのため、事業者には本市及び山形県

の意見を真摯に受け止めた上で、環境保全及び災
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害対策等への対応を適切に行っていただくよう

今後も求めてまいります。 

  次に、３、動物愛護について、（１）猫の保護

への理解と支援をについてお答えいたします。 

  初めに、本市に寄せられる動物愛護に関する問

合せは、飼い主の不適切飼養による猫の多頭飼育

や、無責任な野良猫への餌やりなどに関する苦

情・相談であり、その対応については指導権限を

有する置賜保健所の同行による実態調査などを

行ってきたところです。 

  近年は、このような苦情・相談の件数が増加し

ており、早急な対応が求められておりました。こ

のため、近隣自治体での避妊手術費補助事業によ

る問題解決の取組を参考に、本市においても、動

物愛護、地域課題の解決として、今年度から猫の

避妊手術費補助事業を開始したところです。また、

このほかにも、置賜保健所や県から委嘱された動

物愛護推進員の協力をいただきながら、譲渡会の

開催にも取り組んでいるところでございます。 

  なお、今年度の猫に関する苦情・相談は８月末

現在で７件あり、昨年の同時期の12件より少なく

なっておりますが、まだまだ問題、課題が存在し

ていると感じているところでございます。 

  市内に発足いたしました動物愛護団体につきま

しては、多頭飼育崩壊等により行き場のなくなっ

た猫の保護や譲渡会の開催、捕獲から避妊等手術

までの支援も視野に立ち上がったと伺っており

まして、これまでも情報交換などをしております。

そのような話の中では、保護した猫や譲渡されな

かった保護猫のその後の管理について、愛護団体

のメンバーの負担になっているということはそ

の都度伺っておりまして、大変御苦労されている

ことも承知しているところでございます。 

  このような課題解決と行き場のない猫の保護の

ためにも、シェルター設置を検討できないかとの

ことでございますが、市主催の譲渡会でも同じ課

題がありましたので、これまで動物収容の設備を

持つ保健所に一時収容の協力を求めた経緯がご

ざいましたが、よい回答はいただけなかったとこ

ろでございます。 

  また、廃校施設の一部活用、空き家の利活用な

どによるシェルター設置なども考えられますが、

場所の選定や設備投資費用、管理体制や維持管理

費等に多くの課題があると認識しているところ

でございます。 

  動物愛護活動推進につきましては、行政だけで

進めていくことは難しく、飼い主、愛護団体、動

物病院、地域住民の皆様の理解と協力が不可欠で

あると認識しており、またそれがなされたときに

人と動物が共に暮らせる環境が整えられてくる

と考えております。同様な目的を持って立ち上が

った愛護団体の方とは、特に猫の対策を進めてい

く上で今後協力を求めていく機会が多くなるの

ではないかと考えておりますので、引き続き情報

交換と現況・課題の共有を図り、課題解決につな

げられるよう取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

  次に、猫の避妊手術費補助事業についてお答え

いたします。 

  今年度から実施している猫の避妊手術費補助事

業は、猫の適正飼養と飼い主のいない猫の繁殖抑

制を目的としており、近年増加している身近な地

域課題の解決に向けた取組でございます。 

  本事業の財源は全額ガバメントクラウドファン

ディングによる寄附金を活用して進めており、ふ

るさと納税サイトを見る限りでは、クラウドファ

ンディングによる寄附金が目標額100万円から程

遠い金額になってはいないかという御指摘でご

ざいますが、８月29日現在で目標金額を達成した

ところでございます。現在の金額については118

万円となっております。 

  寄附者の中には、ふるさと納税サイトの寄附の

仕方が分かりにくく、不慣れだとの理由から直接

御持参いただいている方もおり、この分について

ふるさと納税サイトに反映されていないために

御心配されたかと思いますが、今年については
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100万円を達成し、今年度の猫の避妊手術費用に

係る歳出予算50万円の財源は確保できている状

況でございます。 

  また、現在、避妊手術費補助金への申請件数は

20件となっており、対象数としては45匹で、内訳

は雌が24匹、雄が21匹となっております。補助金

の執行予定額につきましては、７月４日段階で約

35万円に達したことから一旦募集を中止してお

りましたが、間もなく秋の繁殖期を迎える時期で

もありますし、クラウドファンディングによる目

標額を達成したこともあり、８月25日から申込み

の再開をしたところでございます。 

  なお、ガバメントクラウドファンディングによ

る寄附金の余剰分につきましては、基金に積立て

を行い、次年度に取り崩して事業に充当すること

によって、来年度は４月当初から補助金の相談、

申請受付事務を始められるようにし、野良猫の繁

殖を抑制できるような時期に合わせた事業にで

きるように考えているところでございます。 

  次に、（２）野鳥の生態への理解と保護につい

てお答えします。 

  先ほど御答弁させていただきましたが、環境影

響評価法に基づく米沢市長及び山形県知事意見

において、希少猛禽類に対する保全措置を具体的

かつ厳密に求めております。さらに、山形県が独

自にイヌワシの生息域調査を行っており、その調

査結果を踏まえた意見書の内容になっていると

認識しているところでございます。 

  そのため、事業者には本市及び山形県の意見及

び山形県の独自調査結果を真摯に受け止めた上

で、鳥類の保全措置を適切かつ誠実に行っていた

だくよう今後も求めてまいりたいと考えており

ます。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） 皆様、御答弁ありがと

うございました。 

  支障木に関して再質問させていただきます。先

ほど、松川橋から住之江橋間、それから公募によ

って花沢大橋下流の支障木とありましたが、一番

ひどいのは万里橋から相生橋の間です。この区間

はどのようになるでしょうか、お聞かせください。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 現在、県と協議しているのが

松川橋から住之江橋の区間ということで、事業費

の関係もございますので、今後継続してやってい

ただけるように県に働きかけをしていきたいと

考えております。 

○相田克平議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） よろしくお願いします。 

  それと、閉塞率９％ということなのですが、こ

れは見た感じは物すごい、そんな数字なのかと思

うのですけれども、これは20％に満たない限り優

先順位に乗ってこないというものなのでしょう

か。それとも、そこの数字は関係なく優先順位で

下りてくるというものでしょうか。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 県でも限りある予算の中で対

応しておりますので、やはりこれから災害を引き

起こす可能性があるというのが河道の閉塞率が

高い河川となってございますので、そういった意

味では優先順位は低くなるわけでございますが、

ただ県に申し上げているのは、河道閉塞率だけで

判断するのではなく、やはり河川河川の環境であ

ったり、市街地にあるであったり、脇に河川緑地

があると、そういったところをいろいろ総合的に

判断して、支障木伐採についてお願いしたいとい

うところについては本市から申入れさせていた

だいている状況でございます。 

○相田克平議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） ９％が本当なのかと思

うのですが、やはりこれが氾濫を引き起こし、も

し災害につながるようなことがあれば大変なこ

とです。しかも、駅から降りてきた観光客の方が

あそこを通ったときに、何だここはという非常に

景観も悪いところでございます。 
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  県管理河川の計画的な治水対策の促進について

は、「土砂堆積及び支障木の繁茂を抑制する流下

能力向上対策や河床低下を防止し河岸等の河川

管理施設を保護する流路保全対策といった計画

的な治水対策の推進について、御配慮をお願いい

たします」という要望内容です。ぜひ来年度につ

いては、支障木の伐採も含めて明確に要望してい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

  続いて、栗子山風力発電については、明日、他

議員からの一般質問もありますし、請願もござい

ますので、私からは深く申し上げないところでご

ざいますが、クマタカの生態というものは非常に

神経質で、人が入れば巣の子供を置いて親が逃げ

ていくような生態でございます。もう既に調査道

が切られてしまって、そうしたクマタカがもう既

に逃げてしまっているのではないかと大変悲し

く思っているところでございます。この件に関し

ては、そういった気持ちだけを伝えて終わりたい

と思っております。 

  次、夏のレジャー施設でございます。 

  やはり米沢には施設がたくさんありますが、費

用がなくて直せないというのは非常に悲しいと

ころでございます。ぜひ、修繕していただきたい。 

  それと、先ほど１人当たり10平方メートルとい

うことですが、米沢のように公園が多い場合は、

それぞれがしっかり整備されなくてもこの数字

になると思うのですね。ぜひ、この数字だけでは

なくて、しっかりと整備していただきたいと思い

ますが、その点はいかがでしょうか。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 市民に潤いを与えるという点

におきましては、やはり公園が多くあったほうが

いいだろうと思っているところでございますが、

やはり今後維持管理していく上では、オーバーイ

ンフラになっては困りますので、そういったとこ

ろをしっかり考えながら、今後の新たな公園整備

については考えていきたいと考えております。 

○相田克平議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） よろしくお願いいたし

ます。 

  公園については、鶴岡では赤川河川敷に日帰り

キャンプ場、親水公園が事業費3,500万円、これ

は国交省のかわまちづくり支援制度を活用して

の整備でございました。そして、フロア噴水とい

って地下から噴水するような、例えば福島の十六

沼公園ですとか、そうしたものをぜひ米沢市にも

設けていただきたい。先日、ある自治体では、100

万円でその工事を施工されておりました。そうし

たところも今後考えていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

  続いて、動物愛護のほうに移らせていただきま

すが、環境省が平成26年に人と動物が幸せに暮ら

す社会の実現プロジェクトと銘打って、殺処分ゼ

ロを掲げ、なかなか保護猫を収容しないという状

況になりまして、平成26年には山形県の収容頭数

が1,712匹だったものが現在220匹、殺処分が

1,614匹だったものが10年たった今119匹、殺処分

も安楽死であったり、生まれたての弱い子猫が亡

くなっているような数字でございます。これだけ

数字が減るということが、全国平均でもすごい減

少率だと、何か喜ばしいようなことが書いてあり

ますが、保護団体の活動の成果もありますけれど

も、実際は市民に負担がかかっているということ

だと思います。 

  また、子猫を引き取った場合には、少なくとも

２か月は去勢手術、避妊手術もできないわけです。

無理してした場合には命に関わるところでもご

ざいますので、結局は預かってミルクをやる、飼

育をするということになりますので、ぜひシェル

ターですとか、県、保健所に対してはもう少し積

極的に関わってほしいということを再度市から

伝えていただきたいと思うのと、もう一点は、そ

ういった保護団体が今年つくられました。そこと

の連携の強化、また保護団体の方々からは、なか

なか米沢市と一緒に取り組んでいると感じられ
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ないような言葉も聞いておりますが、その辺、自

治体と団体が組織化してワンチームで取り組ん

でいくようなお考えはないのかお聞かせくださ

い。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

○佐藤明彦市民環境部長 一番初めの動物愛護の取

組でございますが、法令上は主体的に取り組むの

は県という位置づけになっておりますけれども、

当然自治体も連携してしっかり取り組んでいく

必要があると認識して、現在新たな補助事業等を

始めたようなところでございます。県の役割につ

いても大変幅広いところではございますけれど

も、しっかりと取り組んでいただけるよう引き続

き要望は続けてまいりたいと考えております。 

  また、新たに立ち上がりました保護団体の方か

らはいろんな御意見を伺っていると担当から聞

いているところでございます。なかなか人数も少

なくて活動も大変なのだという御事情もお聞き

しておりますし、今年から協働提案制度を使われ

て、３年かけて段階的にいろんな事業に取り組ん

でいくということをお伺いしておりますので、今

後いろんな形で意見交換させていただきながら、

一足飛びにシェルターと行くわけではなくて、ど

んな方法がいいのかというところを少しじっく

りと新しい団体、もしくは既存の今まで活動され

てこられた団体の方もいらっしゃいますので、よ

く意見を聞いた上で今後の方策のところを検討

してまいりたいと考えております。 

○相田克平議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） 保護猫の譲渡会におい

ては、その団体がつくられてから２度ほど譲渡会

が開かれていまして、１回目は12匹中５匹、２回

目は12匹中０匹、どなたも引取り手がなかったと

いうことになって、それを保健所でお預かりいた

だけるかといえばそうではなくて、引き続きやは

り各家庭に持ち帰っての飼育になります。やはり

そこは米沢市としてもお願いしたいところでご

ざいます。 

  それと、譲渡会が今コミセンの屋外とかでしか

認められていなくて、例えば保健所に収容所があ

るのであれば、そういったところをお借りするな

ど、ぜひ屋内での譲渡会を開きたいということで

ございますので、そこを御一考いただきたいと思

います。 

  また、先ほど佐藤部長よりどんな方策があるか

と、シェルターのような方策があるかということ

ですが、他自治体の事例を見ますと、室内飼育の

モデルルームを設けて「ワンニャンふれあいルー

ム」と名前をつけて公設民営で、そして猫の部屋

をつくって、命の教育と銘打って子供たちの教育

をそこで行う。もしくは昨今、御老人においては

動物と関わることで幸せホルモンが出て長寿命

化する、もしくは孤独感が和らぐ、もしくは五感

を刺激されて脳の活性化につながり、記憶力の維

持向上にもつながるということもございます。 

  ぜひ猫の保護を、ただマイナスの面ではなくて、

そうしたところで生かしていただきたいと思っ

ています。子供の教育、そして御高齢の方々の生

きがいとなるような預かり施設があってもいい

のではないかと思いますので、ぜひ御一考いただ

ければと思っております。 

  なお、先ほど少し書類が飛んでしまって申し上

げられなかったところがあるのですが、また飛ん

でしまいましたが、先ほど言った建設部長のイン

タラクティブ噴水、フロア噴水というようなもの、

これは景観や雰囲気演出にもつながり、とても人

気のあるものでございます。先ほど申し上げたと

おり、福島ですとか山形の霞城セントラル公園な

どにもございますが、鶴岡では今年７月に子供政

策の一つとして100万円をかけて簡易的なフロア

噴水が整備されています。そうしたこともぜひお

考えいただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

  以上で本日の質問を終えさせていただきます。 

○相田克平議長 以上で16番遠藤隆一議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 
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午後 ０時０４分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時０５分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、小中学校給食について、６番高橋壽議員。 

  〔６番高橋 壽議員登壇〕（拍手） 

○６番（高橋 壽議員） 私の質問は、小中学校給

食について４点です。 

  １、要求水準書に記載の共同調理場で働く調理

従業員の処遇について、具体的にはどうなるので

しょうか。また、賃金、雇用形態などについても、

さきの６月定例会での質問に教育委員会は、事業

者が求人情報を出したらその時点で分かること

になると答弁いたしましたが、事業者任せでは済

まされないのではないかと私は考えます。小学校

で調理する会計年度任用の調理師の皆さんの場

合と、賃金を含め雇用形態はどのように違ってく

るのですか。また、違いがあるとしたら、その違

いの理由を明らかにされたいと思います。 

  ６月定例会での答弁は、要求水準書に書かれた

文言をなぞるだけの答弁に終わりましたが、具体

的な内容をお伺いしたいと思います。具体的な内

容をお答えください。会計年度任用の調理師の皆

さん方のおおよその年収額は幾らになるのでし

ょうか。また、時給換算にした場合、その金額を

お示しください。共同調理場の調理従業員は、少

なくともその金額や処遇を下回らない、そうすべ

きと考えますが、どうですか。教育委員会の考え

を示していただきたいと思います。 

  ２、市内の小学校給食室、これは老朽化してい

ると再三教育委員会はこれまで述べてきました。

そして、改修、建て替えなどの検討については、

令和７年度、来年度になりますけれども、来年度

に実施する学校施設の長寿命化計画の、５年ごと

に計画見直しするわけですけれども、この計画の

見直しと合わせて小学校の給食室の修繕、改築に

ついても検討すると答弁しております。建て替え

や改築の期間、給食センターで調理し対応すると、

給食センターをバックアップ施設と位置づける

として、そのことで小学校の給食室は計画的に改

修や建て替えができることになると述べてきま

した。 

  給食センターのバックアップ機能は、児童生徒

の減少数に従って調理数に余剰が出てきた場合

を当て込んでおりますから、改修、建て替えを計

画しようとすれば、児童生徒の減少数の推計値か

ら考えますと、小学校の給食室は早くとも令和16

年、令和17年頃までには改修できないということ

になります。あるいは改修しないということにし

ているのかもしれません。 

  改修、建て替えの必要性について、例えば北部

小学校の給食室については、学校給食の衛生管理

基準はクリアしていると、給食調理も実際できて

いると教育委員会は述べております。そして、老

朽化はしているけれども、喫緊に建て替えする必

要も考えもありませんとも答弁してきました。ほ

かの小学校についても、親子給食を開始する際に

一定改修している。もう十五、六年たつわけです

けれども、そう答弁しております。 

  そこで、一体老朽化と改修や建て替えの関係、

これはどういうものなのでしょうか。劣化状況と、

それから建て替え、改修などの判断、これはどの

ような基準に基づいて行われていくのか、教育委

員会の認識を改めて示していただきたいと思い

ます。 

  ３、令和６年度の今年度の小学校のアレルギー

レベル３、つまり除去食の対応をしている児童数

をお知らせください。 

  小学校の給食室にはアレルギー対応の専用調理

室は整備されていないと思いますが、整備の状況

についてお知らせください。私は、本来整備すべ
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きところを整備しないで済ませてきているので

はないかと考えます。共同調理場にはアレルギー

対応の専用室は必要なので整備しますとしてい

ますけれども、一方の小学校では整備していない

と思います。なぜ整備しないのか、その理由を伺

いたいと思います。 

  ４、地産食材の導入を推進するための庁内体制

は今どうなっているのでしょうか。あるいは今後

どのようにしていくのでしょうか、お知らせくだ

さい。また、米沢市、そして学校現場、教育委員

会の関係です。栄養教諭や栄養士、学校給食の調

理師、こういう方々と、さらには保護者や生産者、

業者、商店の皆さん方、学校給食に関わるほとん

どの皆さん方で学校給食の地産地消の食材導入

の検討委員会といった組織を立ち上げて、恒常的

にここで検討し、そして前に進めていくというこ

とが必要ではないでしょうか。 

  この間の教育委員会の答弁では、地産食材の導

入については、食材を納入する側の生産者や商店

などの皆さん方の御意見を聞きながら、納入する

側の組織化を今進めようとしていると答弁して

きたと思います。食材を受け入れる側、米沢市や

特に学校現場、そして保護者の皆さん方、そうい

う方々の食材を受け入れる側も含めた給食に関

わる皆さん方全体で構成する、そういう推進体制

を整える必要があると考えます。 

  午前中の議員の質問の中で、有機食材の給食へ

の導入の提案がございました。価格問題とか様々

課題があると答弁されていたかと思います。当然

有機食材を導入する際には価格問題が関わって

くることになります。誰が負担するのかという話

になったときに、当然米沢市当局、そして保護者

の皆さん方の有機食材を導入することについて

の支持や共感が一定なければ、これは前へ進まな

いわけです。そういう観点からいっても、保護者

やあるいは学校現場の調理師、栄養士、あるいは

栄養教諭の皆さん方の支持や共感を得ながら前

へ進めていくという作業がどうしても私は出て

くると思います。そういった意味でも、食材を提

供する側だけでなくて、受け入れる側含めて全体

として地産食材の導入を前へ推進する、恒常的に

議論していくという組織が必要だと思いますが、

いかがでしょうか。 

  以上４点について答弁をお願いします。 

○相田克平議長 佐藤教育長。 

  〔佐藤 哲教育長登壇〕 

○佐藤 哲教育長 私から、小中学校給食について

お答えします。 

  初めに、（１）要求水準書に記載の共同調理場

で働く調理従業員の処遇について、具体的にはど

ういうものか。また、賃金、雇用形態については、

「求人情報が出たら分かる」で済まされないので

はないか。特に会計年度任用調理師の賃金を含め、

雇用形態がどのように違うのか、その理由を明ら

かにすべきではないかとの質問にお答えいたし

ます。 

  まず、米沢市の学校給食共同調理場で働く調理

従業員の処遇についてですが、米沢市議会、令和

６年３月定例会において可決されたＰＦＩ方式

で進める当該調理場の整備運営事業契約により、

民間事業者が調理従業員を雇用することとなる

ため、具体的な処遇については本市が直接関与す

ることはありません。したがって、賃金や雇用形

態に関する詳細な情報は、民間事業者の採用計画

や求人情報に依存することになります。 

  また、学校給食共同調理場整備運営事業におけ

る要求水準書には、従業員の処遇に関して「正社

員の登用、調理師免許や管理栄養士資格等の取得

支援、長期研修、定期的な満足度調査等、従業員

の意欲向上につながる取組を実施する」と明記さ

れています。本市としては、この要求水準に基づ

き、事業者が行う取組をモニタリングし、その達

成状況を確認していく方針です。 

  なお、以前の答弁で、「調理企業の従業員の採

用計画などに基づき、従業員募集が開始される段

階になれば、その求人情報などから把握できる情
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報もあると思われます」とした点については、あ

くまで現時点での状況を説明したものであり、今

後、具体的な採用計画や処遇が明らかになった際

には、本市としても事業者の取組をしっかり確認

してまいりたいと考えております。したがいまし

て、現時点では調理企業の従業員の給与や勤務時

間、福利厚生などの情報を把握することはできま

せん。 

  さらに、会計年度任用調理師の賃金を含め、雇

用形態がどのように異なるのか、その理由を明ら

かにすべきではないかとの御質問ですが、さきに

御説明したとおり、このたびの共同調理場の従業

員の雇用形態は民間事業者が計画するものであ

り、現時点では公表されていないため把握するこ

とができないところです。また、民間事業者によ

る雇用については、一般的には市職員とは異なる

条件での雇用と考えられますが、それは民間事業

者の経営に関するノウハウや創意工夫によるも

のと捉えられ、ＰＦＩ方式においてはその効果が

期待されるものです。したがって、雇用形態が異

なることについて、これ以上の理由を述べること

はできないものと考えております。 

  次に、（２）令和７年度の学校施設長寿命化計

画の見直しに合わせた小学校給食室の改修など

の検討について、令和16年、令和17年頃までは改

修できない・しないことになると考えられるがど

うか。また、劣化状況と建て替え・改修等の判断

はどのような基準に基づき行われるのかの御質

問についてお答えします。 

  小学校給食室の改修などの検討については、令

和７年度の学校施設長寿命化計画の見直しに合

わせて行うこととしています。給食室はこれまで

も、平成19年から平成22年にかけて実施した親子

方式による中学校給食供用開始時の改修や、昨年

度と今年度実施した給食室空調設備設置工事の

ほか、随時、維持修繕を実施することにより、安

全で安心な給食提供を行っているところです。 

  今後、設備不良による緊急的な修繕工事や長寿

命化計画に基づく改修工事、または建物更新が必

要となった場合、学校給食を継続的に提供するた

めの当該給食室を補完する施設、いわゆるバック

アップ機能を持つ調理施設として共同調理場を

位置づけることを、令和５年２月に策定した米沢

市学校給食共同調理場基本構想・基本計画に明記

しております。今後の給食施設の改修工事におい

ては、この機能を活用する方針です。 

  この方針を踏まえ、共同調理場のバックアップ

機能を活用する際には、１日最大2,100食を提供

する施設規模としていることから、今後の児童生

徒数の減少の程度に応じて提供可能食数が予測

されます。このことが小学校給食施設の改修時期

の決定に影響するのではないかと御心配いただ

いているものと思いますが、実際には調理企業と

の協議を行い、提供可能な食数を決定してまいり

ます。と同時に、共同調理場のバックアップ機能

の有無のみで給食室の改修時期を決定すること

は想定しておりません。 

  したがって、小学校給食施設の大規模改修等の

時期については、バックアップ機能の活用の可否

を検討し考慮することはもちろん、各小学校給食

室の老朽化の状況や予算の制約などの課題を踏

まえ、総合的に判断していく考えです。 

  なお、長寿命化計画は策定期間である令和22年

までの改修計画を掲載するものであり、令和22年

度までに全ての改修を完了することを前提とは

しておりません。今後、計画に沿って、引き続き

児童の健康と安全を最優先に考えた給食を進め

てまいりますので、御理解願います。 

  次に、給食室の劣化状況と建て替え、改修等の

判断基準についての御質問にお答えいたします。 

  学校施設長寿命化計画の見直しに際しては、給

食室の老朽化状況を把握するため、文部科学省が

発行している「学校施設の長寿命化計画策定に係

る手引」に基づいて調査を実施する考えです。調

査では、構造軀体の健全性の評価にあっては、鉄

筋コンクリート造であれば、コンクリート圧縮強
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度が１平方ミリメートル当たり13.5ニュートン

以下の場合や、鉄骨造であれば、鉄骨の腐食や劣

化が建物全体に発生している場合には長寿命化

に適さないといった判定基準があり、調査結果か

ら劣化状況を把握し、それに基づいて建て替えか

改修かの判断を進めていくものと考えますが、あ

わせて、米沢市立学校適正規模・適正配置等基本

計画と連動しながら、効率的に施設整備を行うこ

とも考慮し、総合的に判断してまいりますので、

現時点で具体的な判断基準を示すことは難しい

と考えております。 

  次に、（３）令和６年度に小学校で食物アレル

ギー対応レベル３の除去食対応となる児童数は。

小学校給食室にアレルギー専用調理室を整備す

る必要はないのかについてお答えします。 

  今年度の学校給食において除去食の対応を行っ

ている児童生徒数は、延べ人数となりますが69名、

対応品目数は18品目であります。 

  また、アレルギー除去食への対応についてです

が、現在、小学校の給食室には仕切られたアレル

ギー専用調理室はありませんが、アレルギー対応

食を調理する専用の調理コーナーがあります。栄

養教諭や調理師がアレルギー除去食を調理する

ときは、専用のエプロンや調理器具を使用し、専

用の調理コーナーで調理を行っています。このよ

うに一般の給食の調理とは区別することにより、

調理工程における安全性の確保を行っていると

ころです。 

  アレルギー専用調理室の整備は望ましいとは考

えますが、現状において改修整備に着手する考え

は持っておりません。 

  次に、（４）地産食材の導入を推進するための

庁内体制はどのようになっているか、あるいはど

のようにしていくのか。また、市、学校現場、保

護者、生産者、業者、商店などによる「学校給食

地産食材導入検討委員会」を恒常的に設置し、推

進する必要はないかについてお答えします。 

  地産食材の学校給食への導入を推進するための

庁内の体制についてですが、地産食材の導入につ

いては、学校教育課と農政課とが連携しながら地

産食材の学校給食への活用を進めております。 

  市、学校現場、保護者、生産者、業者、商店な

どによる学校給食地産食材導入検討委員会を恒

常的に設置し、推進する必要はないかについてで

すが、学校給食における地産食材の活用を促進す

るためには、地域の生産者や小売業、卸売業とい

った食材の生産者や納入業者との協力関係を築

くことが重要であると考えております。 

  このため、地産食材の導入に当たっては、給食

に関わる栄養教諭や栄養士、調理業務を行う事業

者及び卸売業者や小売業者などの食材納入業者

との意見交換会を行いながら、食材の選定や調達

方法等について協議、検討を行ってまいりたいと

考えております。 

  また、自校方式による学校給食においては、栄

養教諭や栄養士、調理師が中心となり、地産食材

や旬の食材を活用した献立作成や、食育活動を通

じて子供たちに地産地消の重要性や地域の食文

化を伝えるような取組を行っております。 

  今後とも地産食材の導入に向けた具体的な取組

を進めていく中で、学校給食に関わる地元生産者

や納入業者等からの意見や要望を踏まえながら、

地産食材の導入を推進していきたいと考えてお

ります。 

  議員が御提案の学校給食地産食材導入検討委員

会を恒常的に設置し、有機農産物の導入などを含

めた議論を行ってはどうかということについて

は、検討委員会を設置する考えは持っていないと

ころですが、議員が御提案の趣旨を踏まえ、小学

校及び共同調理場での学校給食の地産食材の推

進に努めてまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） まず、共同調理場で働く

調理従業員の皆さん方の処遇についてですけれ

ども、これはなぜ調理従業員なのですか。学校給
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食の調理員については学校給食調理師、あるいは

調理員ということなのですが、今度は共同調理場

については調理従業員と、この違いは何なのでし

ょうか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 明確にその言葉の定義づ

けをしているわけではありませんが、調理師と調

理従業員の違いという御質問ですけれども、まず

調理師については、国家資格である調理師の免許

を有する方々を指し、また、調理従業員について

は、その免許の有無にかかわらず調理企業が雇用

する方々と捉えております。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） 確認しますけれども、今

現在、学校給食に関わっている正規、あるいは会

計年度任用の調理師、この方々は調理師免許とか

資格を持っていらっしゃるわけですよね。会計年

度任用職員についても、調理師資格を持っている

方を採用していると。共同調理場については民間

業者が雇用するのでという話ですけれども、調理

従業員という方は調理師資格をお持ちでない方

も採用するということなのですか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 今現在、小学校の調理室

で給食の調理に従事いただいている会計年度任

用職員の調理師の方々の中にも、一部免許を有し

ていない方がおられるということであります。な

お、共同調理場で働く調理従業員の方々について、

調理師免許を所有していなくてもいいのかとい

う今の御質問ですが、調理従業員につきましては、

あくまでも民間事業者が雇用することとなると

いうことです。その民間事業者の採用計画が公表

されていない現段階では、調理師免許の有資格者

などの具体的な配置については、今現在本市が把

握することはできません。 

  なお、学校給食の調理業務に従事する場合は調

理師免許を有する者が望ましいと考えておりま

すが、制度的には免許がなくても従事可能であり

ます。必要な人材をどのように配置するかという

のは、共同調理場の場合は民間事業者に委ねてい

るところであります。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） 調理師資格を持つことが

望ましいという答弁をされましたけれども、望ま

しいわけでしょう。共同調理場については資格を

持つ方を採用するのかどうか把握されていない

という話ですけれども、資格を持つ方を採用する

ということを民間業者にお話しし、そういう方々

を採用するということにしなければならないの

ではないですか。なぜ共同調理場については資格

をお持ちでない方も結構ですという話になるの

でしょうか。 

  調理師の資格を持った方を基本的には採用する

ということになっているわけでしょう。米沢市教

育委員会の考え方としても、今もそうやっている

わけでしょう。なぜ違いが出てくるのか。民間業

者だからどちらでも構わないという話になるの

か、私は不思議なのです。同じ調理業務をやるわ

けでしょう。給食の調理については、学校給食の

調理業務です。そこは明らかにしていく必要があ

るし、民間業者の方には資格をお持ちの方を採用

すべきではないですかということを申し上げる

必要があるのではないでしょうか。要求水準書に

このことはきちんと本来書くべきことではなか

ったかと思うわけです。なぜ教育委員会としては

要求水準書にそのことを盛り込まなかったので

すか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 先ほどの答弁の繰り返し

になりますけれども、今、小学校の給食室で調理

に従事されていらっしゃる会計年度任用職員の

中にも、資格をお持ちでない方もおられるという

のをまず申し上げておきたいと思います。 

  あと、先ほど申し上げましたように、制度的に

は必須ではありません。ただ、一般的に共同調理

場の調理業務に従事する方々を採用する場合、要
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求水準書には資格の有無についての要件は記載

しておりません。私どもの事業の場合も、それを

踏襲するような形で要求水準は作成しておりま

す。 

  また、実際に運営する場合に、全員が調理師免

許を持たなくていいのかという考えには当然、事

業者も立たないと思いますので、例えば各業務、

パートごとの責任者については資格を持ってい

る方を配置するとか、一般的な共同調理場の場合

はそのような雇用形態を取っているのではない

かと推察されます。それも含めて、あくまでも雇

用主、事業者の考えであると御理解を賜れればと

思います。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） 要求水準書には、責任者

についてはそれぞれ資格を持って一定期間の経

験を有する者と規定されていますから、それはお

っしゃるとおりだと思います。しかし、実際調理

業務に当たる方々、その方々は調理師免許がなく

ても構わないという、そういう教育委員会の基本

的な姿勢や方針ということではまずいと思うの

です。 

  一方、小学校の自校方式、そして今現在やって

いる方々は一部調理師免許を持たない方もいる

とおっしゃいましたけれども、それはあくまで一

部でしょう。基本的には正規の調理師の方々も資

格をきちんと持っている。それから、会計年度任

用職員の方で資格を持っている方を採用すると。

それが学校給食をきちんと安全に調理し、子供た

ちにおいしい給食を提供するという、そういう意

味合いがあるのではないですか。教育委員会が給

食に責任を持つという意味でも、調理師免許を持

つ、そういう方々をきちんと共同調理場でも採用

していくということが必要ではないでしょうか。 

  それで、要求水準書には、先ほど答弁の中であ

りましたように、正社員の登用とあるわけですね。

この正社員というのはどういう方々を指してい

るか分かりませんけれども、調理師もこれは含む

わけでしょう。その場合も調理師免許は要らない

と、資格のない方を採用されると。そして、調理

師免許や管理栄養士の資格などの取得支援とあ

るのです。調理師免許を持たない方については調

理師免許を持つように、管理栄養士の資格をお持

ちでない方は管理栄養士の資格を持っていただ

きたいということですよね。わざわざ業者がこの

支援をすると、そうすると業者も調理師免許を持

っていただきたいという、これはそういうことで

はないのですか。だったら、最初から調理師免許、

資格をお持ちの方を採用するというのが私は筋

だと思います。 

  お伺いしますけれども、今回の答弁でもさきの

６月定例会と同じように、共同調理場の調理従業

員の皆さんを含めて、処遇については採用情報が

出た段階で初めて分かるし、今は分からないとい

うことで、民間業者の皆さん方の問題だとおっし

ゃいましたけれども、フリーペーパーが米沢市、

置賜一円に今配られていまして、９月のフリーペ

ーパーを見ていたら求人情報が書いてありまし

た。それでこの中に、具体的な名称を申し上げて

も構わないと思いますけれども、書いてあります。

長井市の共同調理場、それから飯豊町の学校給食

共同調理場、南陽市の赤湯小学校、南陽市の赤湯

小学校も民間委託の業者が調理しているという

ことです。その募集要項にこう書いてあるわけで

す。ここには資格は問わないと、不問と。栄養士

や調理師免許があればなおよしと書いてありま

す。最初から要らないのだということなのですね。

ほかの共同調理場、民間委託でやっているところ

についてもそうなのだといえば、米沢市もそうな

るのだろうと思います。果たしてそれでいいのか

と私は思うわけです。 

  それで、処遇については、時給は幾らだと思い

ますか。900円です、900円からと。900円という

のは今の最低賃金です。時給単価は最低賃金なの

です。それで米沢の共同調理場の調理従業員の方

もそういう賃金になるのかと想像するわけです。
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その隣に、ピザ屋の採用募集の枠が書いてあるわ

けです。調理、接客、配達とありますけれども、

時給は920円からとあるわけですね。お弁当屋の

時給も書いてあります。これは時給930円からと

書いてあるのです。ピザ屋や、それからお弁当屋

の時給単価よりも低い、最低賃金なのですね。米

沢市の共同調理場もそうなるのではないですか。 

  それで、もう一つ裏のページをめくったら、コ

ンビニの時給単価が書いてありました。すぐ市役

所の隣のコンビニでした。時給アップしましたと

いうことで時給は1,000円からと、学生も可と、

学生アルバイト1,000円、それからお昼は1,100円

の時給、夜間は1,250円と。だから、予想される

のがそういう共同調理場の働く方の賃金なので

す。それでいいのかと私は思うわけですね。最賃

で雇用し、米沢市の学校の子供たちに大事な給食

を調理する方々、そうなったらあまりに処遇が低

いのではありませんか。聞き取りのときに少しお

話ししておきましたのでお聞かせいただきたい

わけですけれども、会計年度の調理師、今小学校

でお働きの方々、大体年収額もお聞きしたかった

わけですけれども、分かれば年収額、時給換算し

た場合、どれだけなのですか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 申し訳ありません。先ほ

ど壇上で議員が御質問されたのですが、ただいま

議員おっしゃられたように２回目ということで

したので、教育長からは答弁しませんでした。改

めて私から答弁させていただきます。 

  現在の会計年度任用職員の調理師の年収額につ

いては、令和６年度における現時点でありますけ

れども、おおよそ230万円であります。そして、

時給換算で申し上げますと1,194円ほどとなりま

す。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） そうしましたら、先ほど

申し上げましたほかの共同調理場、900円の最賃

と。最賃は上がるような予定になっておりますけ

れども、現時点で最賃と。会計年度任用職員の方

は、これだって低いわけですけれども、1,190円

と。少なくともこの金額まで引き上げる必要があ

りませんか。共同調理場で働く方々の賃金は民間

業者任せでよろしいのですか。首を縦に振ってい

らっしゃいますけれども、よろしいということで

すかね。 

  いわゆる一般的に言われている官製ワーキング

プアですよね。会計年度任用職員で働く方々の賃

金を引き下げて、さらに今度は民間業者に低賃金

で働いてもらうと。もうどんどん働いている方の

賃金を引き下げるということを米沢市自身がや

り始めているわけです。そんなに学校給食の調理

員の方々の賃金が低くて、この仕事に本当に働い

ている方々が誇りを持てる、そういう仕事だと思

いますか。あるいは市民の皆さん方も、そんな低

賃金で働いていただいて結構だという方々がた

くさんおられると思いますか。第一、これで共同

調理場で働く方々がたくさん出てまいりますか。

私はそうは思いません。 

  しかも、私が思うに、米沢市は栄養大学がある

わけです。学校給食に関わる管理栄養士の方々や、

あるいは将来関わりたいと思っている学生もた

くさんいらっしゃるのだろうと思います。そうい

う方々が実際、調理される方々、お隣で働いてい

る方々が、こんな低賃金で働いている状況を見て、

学校給食の仕事に誇りを持つとお考えですか。や

はりこれは学校給食の仕事で働きたいと思う

方々、それからその仕事に対する認識というか価

値といいますか、そういうものを大事にしてやは

り引き上げていく、特に米沢栄養大学を持つ地元

の米沢市がやる仕事であれば、そう思いますけれ

ども、その辺はどうお考えになりますか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 繰り返しになりますが、

このたびの学校給食共同調理場整備運営事業に

ついては、ＰＦＩ事業で進めるものであります。

ＰＦＩ事業については、議員既に御理解のことと
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思いますけれども、施設の設計、建設、管理、そ

れから運営等の事業について一括して発注する

ものであります。それによって民間事業者のノウ

ハウでありましたり、経営能力を生かして、公共

施設の管理を効率的、効果的に進めるものであり

ます。 

  したがいまして、ただいま議員がおっしゃって

おられます調理従事者、調理従業員の処遇、待遇

については、繰り返しになりますけれども、民間

事業者に委ねるものでございまして、私どもから

指示したり、あるいは指定したりするものではな

いと。ＰＦＩ事業というのはそういう事業だとい

うのをぜひ議員には御理解いただきたいと思い

ます。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） ＰＦＩ事業の仕組みやそ

ういうことはおっしゃるとおりだと思います。だ

から、それを採用したわけでしょう。採用すると

きにこういうことが想定されたわけでしょう。想

定の上でこの事業を進めているわけです。結果、

時給は最賃の900円になるのではないかと考えら

れるわけでしょう。お隣の周辺の共同調理場の状

況を見れば、事業所が求人情報を出さなければ分

からないとおっしゃいますけれども、周辺の求人

情報がこう出ているのです。当然これは想定でき

るではないですか。目をつぶっているのではない

ですか。分からないと答弁されていますけれども、

分かるけれども分からないような答弁をされて

いる。それは誰の責任かといえば、それは米沢市、

これまで進めてきた皆さん方の責任だと私は思

いますけれども、果たしてそれでいいのかともう

一回問い直す必要があると思うわけです。 

  それで、やはりいろいろ公契約の問題とかがあ

ります。どうやってこの問題を解決していくかと。

だけれども、全国の自治体では、やはり公契約を

条例としてきちんと定めない。それでも委託業者

にはきちんと見積りどおりの金額で働く従業員

の方々には支払ってくださいという、これは市や

教育委員会から提案はできるわけです。提案して

いるところもたくさんあるわけです。 

  米沢市が給食センター建てる場合に、既に予定

価格を決めたわけですよね。落札もしていると。

調理業務に関わる金額、ＰＦＩで15年間11億円と

いう金額があるわけです。それを決めるときに、

一体調理従業員の方々の年収幾ら、時給単価にし

たら幾ら、そういうことは当然コンサルからも聞

き取りをして、それでこの金額にしましょうとコ

ンサルと決めたわけでしょう。当然分かっている

はずなのです。分からない、分からないとおっし

ゃいますけれども、共同処理場で働く皆さん方の

賃金はこれだけになるでしょうと、時給単価もこ

れぐらいでしょうというのはコンサルから言わ

れて、それで出てきた金額で、これでやりましょ

うと、コンサルと教育委員会担当課で合意したわ

けでしょう。それでこの11億1,000万円ほどの金

額、15年間トータルで出てきたのではないですか。

でなければ、この金額を決められませんよ。 

  時給単価900円で、しかも、これまでもお聞きし

ましたけれども、周辺の共同調理場、土曜日曜祝

日、年末年始、夏冬春休みは休日だとなっている

わけです。仕事がないと、これはどうするのでし

ょうか。働けますか。学校給食、子供たちの食に

関わって子供たちの成長を促す、本当に大事な仕

事だと誇りを持ってそこで働きたいと思ったっ

て、この処遇では私は若い人は働けないと思いま

す。 

  しかも、先ほども申し上げましたけれども、栄

養大学という、そういう大学を抱えているお膝元

の米沢市の給食事情だと。恥ずかしくて私は仕方

がありません。恥ずかしくありませんか。ＰＦＩ

だから、そうなっているのだから仕方ないではな

いかとおっしゃいますけれども、仕組みとしては

業者がいろいろ採用条件を整えるということも

ありますけれども、先ほども申しましたけれども、

繰り返しになりますけれども、米沢市がきちんと

最賃以上、少なくとも会計年度任用職員の時給単
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価ぐらいはちゃんと間違いなく調理従業員の方

に払ってもらえませんかと、払うべきではないで

すかと指示や提案はできるのではないですか。い

かがですか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 指示や提案ができるので

はないかということでありますけれども、既に要

求水準を示し、応募のあった事業者の中から１者

を選定し、契約を交わしております。したがいま

して、ここから調理従業員、調理従事者の方々の

給与等について改めて指定したり指示したりす

ることはできないと考えておりますし、すべきで

はないと思っております。 

  なお、先ほど最低賃金の話を近隣の共同調理場

の雇用の募集要項を見ながら御説明されました

けれども、本市が進めております事業、雇用条件

がどのように違うのか単純な比較ができません

ので、果たして米沢市の共同調理場の従業員の

方々の給与が同じ金額なのかというのは分から

ないところであります。 

  なお、先ほどに加えて申し上げますと、議員が

11億円と示された調理業務に関する費用、これに

つきましてはあくまでもアドバイザリー契約を

締結した事業者が調理事業者に見積りを頂戴し

て、それを参考に積み上げた金額でありまして、

私どもはその単価について存じ上げておりませ

んので、申し上げておきたいと思います。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） この11億円についても、

前からやり取りをやっていますけれども、そうし

ますと米沢市は全く分からないでこの金額が決

まったということですか。コンサルが調理業者の

皆さん方の聞き取りでしたか、それでコンサルが

決めた数字で、米沢市としては中身も何も分から

ないと。まず11億円で来たから、それで11億円で

やりましょうと決めたということなのですか。こ

れまでもそういう答弁だったみたいですけれど

も、今日もそういう答弁ですけれども、全く分か

らないコンサルが出してきた数字をそのままこ

の金額でということで予定価格出したと。そんな

こと、私はあり得ないと思うのです。コンサルが

出してきた金額であっても、その中身はやはり精

査すると、協議するということではないのですか。

それはやっているのではないですか。それをやら

なかったのですか。それがＰＦＩの方式だとした

ら、それはＰＦＩの仕組みそのものが私は自治体

がやるべきものではないと思います。 

  先ほど、今回米沢市が造る共同調理場で働く方

の賃金について、どうなるか分からないという話

ですよね。時給単価も幾らになるか分からないわ

けですよね。だから、せめて会計年度任用職員の

方の時給を1,190円、そこまで引き上げてくださ

いということは言えるのではないですか。あるい

は、分からなければ確かめる必要がありませんか。

確かめていただけませんか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 教育長答弁のとおりでご

ざいまして、調理従事者、従業員の方々の採用に

着手した段階で雇用条件については明らかにな

ってまいりますので、現段階ではお示しすること

もできませんし、確認する必要はないと思ってお

ります。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） 私は、教育委員会として

あまりにも無責任な態度だと思います。やはり共

同調理場で働く皆さん方の雇用をしっかり守っ

ていくという、教育委員会の公共事業であるとい

う責任の問題です。そういうことが私は必要だと

思います。業者任せと、業者がどんな金額で雇用

しようと構わないのだと、それは問題ではないで

すか。 

  次に、小学校の給食室の建て替えについてです

が、児童の減少数に従って調理に余裕数が出てく

ると。それを活用してバックアップ機能として小

学校の建て替えをするときには、その機能を使っ

てやるということをおっしゃったのです。しかし、
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令和７年度に給食室をずっとどういう基準でや

るかは今総合的に判断してと、総合的というから

具体的には分かりませんけれども、判断してもっ

と早く改修しければならないとなった場合に、ど

ういう手法でやるということになるのですか。令

和16年、令和17年頃までには余裕数というか、一

定数出てこないわけです。もう一回確認しますけ

れども、これから10年間は小学校の調理室の改修

や建て替えはやらないということですか、もう一

回教えてください。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 これまで申し上げてきた

とおり、学校施設長寿命化計画の見直しの中でそ

れはしっかりと計画をし、策定していきたいと思

っております。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） 令和５年の９月定例会で

教育管理部長は、来年の長寿命化計画の見直しで、

給食室についても、大規模修繕や建て替えを含め

て具体的な学校や場所、学校のどこに建てるか、

それから時期を示すと答弁しています。来年度の

見直しのときに、市内小学校の給食室、どの小学

校にいつどこに建てるかということまで示すと

いう答弁をされていますけれども、そういうこと

でよろしいですか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 何年何月の議会とおっし

ゃいましたでしょうか。（「令和５年９月定例会」

の声あり）令和５年９月定例会……（「これは聞

き取りで申し上げています」の声あり）少し記憶

にありませんけれども、先ほど申し上げたとおり、

小学校にある給食室の改修等についての今後の

計画については、来年度の長寿命化計画の見直し

の中でしっかりと取り組んでまいります。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） もう一回確認しますけれ

ども、令和16年、令和17年頃までには共同調理場

を使った建て替えは、バックアップ機能を使った

建て替えはできないということでよろしいです

か。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 できないとは申し上げて

おりません。来年度の計画見直しの中でしっかり

とそこは考えていきたいと思います。（「バック

アップ機能を使った建て替えはできないという

ことでよろしいですよね」の声あり） 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） 申し上げているのは、バ

ックアップ機能を使った改修は令和16年、令和17

年頃までにはできないということでよろしいで

すよね。余剰調理数は出てこないわけでしょう。

今ある小学校、中学校の給食数からいったら、令

和16年、令和17年頃、これは何度もやり取りして

いますけれども、余剰調理数は出てこないわけで

しょう。一番小さい小学校の調理数なら、大体令

和16年から令和17年頃には出るかもしれません。

しかし、食数が500食とか600食という学校もある

わけで、そういうところがもし建て替えや修繕が

必要となった場合は、バックアップ機能を使った

修繕はできないと。その場合はどうするかという

話なのです。 

  バックアップ機能に従って建て替えの順番を決

めるわけではないという答弁をされていますよ

ね。そうしますと、大規模校で修繕が令和16年、

令和17年以前にしなければならないとなった場

合、あるいは令和16年、令和17年頃まだ余剰数が

あまり出ない時期に建て替えをしないとまずい

となった場合は、バックアップ機能を使えません

からどうやってやるのかと私はお聞きしたかっ

たのです。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 今現在、将来的な児童数

を把握できる最終年度は令和12年度になるわけ

ですけれども、一番児童数が多い学校が西部小学

校になります。今現在の見込みでは405人となっ

ています。おおよそ１割教職員がいると仮定しま



- 116 - 

して、450人くらいかと思います。この一番規模

の大きい西部小学校の給食室を例えば現在の場

所に建て替える場合には、当然ながらその給食室

は使えませんので、バックアップ機能を有する施

設として共同調理場を位置づけるということに

なると思います。 

  450食ですけれども、確かに共同調理場の最大調

理能力は2,100食としておりますが、この2,100食

についても、スケールメリットを生かせば少し増

えるかもしれません。しかしながら、ここでは

2,100食と仮定した場合ですけれども、450食を賄

うためには、確かに議員がおっしゃるとおり、令

和16年度にならないと450食の余剰食数は出ない

という状況になるのは間違いないと思います。 

  ただし、規模の小さい小学校も含めて、これく

らい共同調理場で統合小学校以外の小学校に提

供できるとなった時点で、その食数に見合った小

学校から建て替えしていくかという考え方では

なく、その考え方も必要ではありますけれども、

実際に小学校の給食室の施設設備の老朽化であ

りましたり、あるいは予算的なことも考えなけれ

ばいけないと思います。建て替え、改修のための

予算は必要ですし、そもそも共同調理場の事業の

契約については統合小学校以外の小学校への給

食提供は想定しておりませんので、新たに人員が

追加になるかもしれません。つまり人件費が増す

かもしれません。さらには、配送の料金について

も加算されるということになりますので、共同調

理場の事業者と共に協議しながら、総合的に判断

していくということになると思います。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） お聞きしたいのは、おっ

しゃるように共同調理場の余裕数に合わせて改

修をどの学校にするかと決めるわけではないと。

それは今まで答弁されたから分かっているわけ

です。だから、余剰数とそれから改修しなければ

ならない学校の調理数がかみ合わない場合はど

うするかという話なのです。その場合はどういう

手法で建て替えるかという話になるわけでしょ

う。余剰数に合わせて小さい学校からするという

のだったら分かりますよ。それはバックアップ機

能を使って計画的に建てられると。しかし、余剰

数があまり出てこない段階で大規模校を修繕し

なければならないといった場合に、バックアップ

機能が使えないわけでしょう。繰り返しになりま

すけれども、その場合、どうやって建て替えるの

ですかという話なのです。それは回答が全然出て

いない。来年以降見直しをやってみなければ分か

りませんけれども、もし仮に大規模校で改修しな

ければならないといったときは、令和17年頃まで

は当然バックアップ機能が出てこないから改修

できないということになります。 

○相田克平議長 以上で６番高橋壽議員の一般質問

を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時０５分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時１５分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、市役所内でも市民に向けても情報提供・

情報共有がもっとうまくできないか、11番植松美

穂議員。 

  〔１１番植松美穂議員登壇〕（拍手） 

○１１番（植松美穂議員） 皆様、こんにちは。 

  至誠会の植松美穂です。 

  本日も傍聴に足を運んでいただいた皆様、誠に

ありがとうございます。 

  さて、子供たちの長かった夏休みも終わり、９

月となりました。夏のイベントや各地区での夏祭

りや盆踊りなど、大変盛り上がった夏休みだった

のではないかと思います。私の町内では夏祭りは

行われておりませんが、近隣の町内で子供たちの
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数が少なく子供神輿ができないと相談を受け、私

の娘は現在５年生ですが、学校に承諾を得て学年

行事として子供神輿に参加させていただきまし

た。子供の減少、人手不足で子供神輿の存続が難

しい町内と、おみこしを担いだことのない親子を

お互い満足できる形でつなぐことができ、今後の

在り方を考えるよいきっかけとなりました。 

  また、この夏はパリオリンピックの開催もあり

ました。米沢中央高等学校出身のバレーボール髙

橋健太郎選手の活躍や、新しく競技に加わったブ

レイキン、個人的にはフェンシング全種目でのメ

ダル獲得、様々な競技で見る人を魅了してくれま

した。子供たちにとっては、スポーツを始めるき

っかけであったり、様々な競技を知るよい機会に

なったと思います。米沢においても、オリンピッ

クを目指す選手たち、これからスポーツを始める

子供たちに、チャレンジできる環境、練習環境の

整備などの重要性を改めて感じたところです。 

  先週末には新レスリング練習場の道場開きにお

邪魔してまいりました。旧関小学校の体育館を活

用し、専用マットを敷いて練習しておられました。

長年御尽力されてこられたコーチ陣の皆様の御

苦労をお察しするとともに、子供たちがきらきら

した瞳で生き生きと練習に励む姿がとても印象

的でした。 

  様々課題はあるかと思いますが、今後米沢は限

られた資源の中でどう最大限に効果を出してい

くか。現在ある施設、これから増える廃校、県内

唯一の飛び込みプールなど、今ある施設・ポテン

シャルをどう活用していくのか。今までこうだっ

たからというだけではなく、頭を柔らかくして米

沢の資源を再構築していく必要があるのだろう

と考えます。行政と民間が力を合わせ、現在の米

沢の状況をしっかりと把握し、お互いの理解の下、

よりよい米沢のために変化していかなければな

らないと思っております。 

  それでは、質問に移ります。 

  大項目、市役所内でも市民に向けても情報提

供・情報共有がもっとうまくできないか。 

  私は、米沢市において必要なことはグランドビ

ジョン、米沢市全体で共有できるビジョンを持つ

ことが必要だと感じております。大きな同じ目標

に向かってそれぞれが動いていても、指針となる

グランドビジョンがあることで、内容や活動が違

えど、共に目標をかなえる、または近づくことが

できると思っております。 

  そこで、まずは情報提供、そして情報共有され

ることが重要と考えております。米沢市において

様々な事業がある中で、限られた資源（予算・人

材等）の中で効率よく効果が高い情報提供の方法

は行われているのでしょうか。 

  小項目の１番、現在、市役所内での情報共有は

どのように行われているのでしょうか。 

  もちろん米沢上杉まつりなど大きなイベントは

共有されていると思いますが、そのほかスケジュ

ールを共有するようなことは行っているのでし

ょうか。役所内で年間スケジュールなどは把握さ

れているでしょうか。どの程度ほかの課の事業を

把握しているのでしょうか。協同できることはあ

りますでしょうか。 

  例えば、昨年環境フェスがございました。その

際に市営体育館周辺では環境フェス、近くのＪＡ

では米まつり、ナセＢＡ周辺では肉まつりなど、

同日別々の場所でイベントが開催されておりま

した。これはお互いの課が認識していたのでしょ

うか。市民にとっては分かりづらく、スタッフと

して体育館周辺におりましたけれども、市民から

の問合せが多く、お肉はどこで手に入るのか、お

米はどこでもらえるのかなど、体育館周辺でもお

困りの市民の方がたくさんいらっしゃったよう

に思います。人的資源、設備的資源、予算などの

資源もお互いばらばらにするよりも、協力すると

ころはする、そういったことはお考えでしょうか、

お聞かせください。 

  小項目の２、市民への情報提供の現状と課題は。 

  今年度に入り、ホームページの更新が行われま
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した。ＳＮＳの活用もＬＩＮＥを中心に頻繁に行

われておりますが、現状と課題をお教えください。

また、市民へ向けても年間スケジュールや場所ご

とのイベント情報など提供はしているのでしょ

うか、お教えください。 

  小項目の３、公共施設の空き状況、オンライン

予約等の現状はどのようなものか。 

  現在、米沢市公共施設予約システムが数か所で

稼働が始まっております。開始してみての現状を

お教えください。コミセンにおいてはまだオンラ

イン予約は始まっておりませんが、市民の声やコ

ミセン職員からの声はどうか、コミセンへの問合

せのほとんどが空き状況の確認等になっていな

いかお聞かせください。 

  米沢の資源の有効活用として公共施設、主に多

目的ホールや体育館など施設情報や空き状況を

どんどん出すべきではないでしょうか。現状と今

後も併せてお教えください。 

  演壇からの質問は以上となります。御答弁よろ

しくお願いいたします。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

  〔遠藤直樹企画調整部長登壇〕 

○遠藤直樹企画調整部長 私からは、市役所内でも

市民に向けても情報提供・情報共有がもっとうま

くできないかについてお答えいたします。 

  初めに、（１）の現在、市役所内での情報共有

はどのように行われているのかについてですが、

現在市役所内において各課が所管するイベント

を一元的に集約し、職員がそれぞれのイベントを

把握するといった取組はしておりません。 

  ただし、米沢上杉まつりや上杉雪灯篭まつりな

ど、大きなイベントは開催時期が早い段階で明確

になっておりますので、そうしたイベントに合わ

せて同一会場等で別のイベントを開催すること

で、イベント全体の魅力向上を図るなどの取組を

行っている場合もございます。 

  一例を挙げますと、令和４年度には「なせばな

る秋まつり」開催時に同じ伝国の杜を会場として

ＳＤＧｓ関連のイベント、具体的には上杉鷹山公

の取組をＳＤＧｓにひもづけて紹介する講演会

のほか、市内企業や高校の取組を来場者に紹介す

るワークショップを開催しております。 

  また、来月12日には「よねざわ戦国花火大会」

が開催されますが、「よねざわ肉の陣」と「歩い

て！走って！知って米沢 ラン＆ウォークラリ

ー」も同日開催し、相乗効果を発揮できるよう調

整したところであります。 

  先ほど議員がお述べになりました３つのイベン

ト、「ちきゅうのひろばｉｎ米沢」、「米澤米ま

つり」、「米沢牛の恩人ダラス先生感謝祭」は昨

年10月28日に同日開催されたものでありますが、

ちきゅうのひろばｉｎ米沢につきましては、昨年

度初めて開催されたこともあり、他のイベントと

の情報共有がうまくなされていなかったという

面があったものと考えております。また、米澤米

まつり、米沢牛の恩人ダラス先生感謝祭について

は、主催者が異なるため、市から共同開催を働き

かけておりましたが、それぞれのイベントの趣旨

の違いから同会場での開催までには至らず、チラ

シの情報掲載にとどまった経過がございます。 

  これら３つのイベントにつきましては、本市が

主催または事務局を分担していたことから、早い

段階で互いに情報を共有することでより魅力的

なイベントにできる可能性があったものと考え

ております。イベントの相乗効果を高めたり、人

員体制を融通したりできる可能性がありますの

で、市内部でイベント開催の調整を行うことは重

要な課題であると考えております。まずは、市が

把握できるイベント情報の共有化を試行してみ

たいと考えております。 

  次に、（２）市民への情報提供の現状と課題は

についてお答えいたします。 

  本市の市政情報の提供につきましては、広報誌

や記者クラブ等を介した報道機関への周知のほ

か、公式ホームページや各種ＳＮＳなど、複数の

ツールを組み合わせて発信することで、より多く
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の方に情報が伝わるよう努めております。 

  情報発信の主体としては２種類ありまして、一

つは、魅力推進課が担当部署や関係団体等からの

依頼を受けて、発信の時期や内容等を調整した上

で発信しているものでありまして、広報よねざわ

や報道機関への提供のほか、ＳＮＳではＬＩＮＥ

とＸがこの方法を取っております。もう一つは、

情報の速達性を考慮して各課が独自に発信して

いるものであり、公式ホームページやフェイスブ

ックがこの方式であります。 

  近年、ホームページやＳＮＳといったデジタル

ツールによる情報収集ニーズが高まっており、情

報を提供する送り手側においては、各デジタルツ

ールの特性を踏まえた効果的な発信方法や情報

への簡単なアクセス方法などを考慮していくこ

とが重要であります。このため、今年度はシティ

プロモーション戦略策定の一つとして、デジタル

ツールを活用した情報提供についてのガイドラ

インを取りまとめ、庁内で共有を図り、実践する

ことで情報発信力の強化を図ることとしており

ます。 

  現在、市の公式ホームページやＳＮＳ上におき

まして、市内でのイベント情報を集約して発信す

ることは行っておりませんけれども、他の自治体

では、公式ホームページにイベントカレンダーを

設置し、ＳＮＳ等からもアクセスできるようにし

ている事例もありますので、そういったことを導

入できないか検討してまいります。 

  次に、（３）公共施設の空き状況、オンライン

予約等の現状はどのようなものかについてお答

えいたします。 

  本市では、現在公共施設のオンライン予約につ

いて、市が整備したシステムと指定管理者が独自

に整備したシステムの２つで運用を行っており

ます。 

  指定管理者が管理する施設においては、当該施

設のオンライン予約を行うか、行わないか、オン

ライン予約を行う場合は、市のシステムを利用す

るか、管理者自らがシステムを構築するかについ

て聞き取りを行い、それぞれの施設の特性や利用

者層に応じて、指定管理者の判断を尊重して対応

している状況であります。現在は、屋内遊戯施設

「くても」を含むアクティー米沢とすこやかセン

ターにおいてオンライン予約が行われておりま

す。 

  また、市が整備した施設予約システムでは、愛

宕、上郷、松川の３つの小学校の屋内運動場のほ

か、北村公園テニスコート、この４施設について

空き状況の確認とオンライン予約が可能となっ

ております。 

  このシステムは春から運用を開始しております

が、これまでのところ個人・団体から80件弱のシ

ステム利用登録があり、延べ750件弱の予約があ

ったところであります。システムの利用開始時に

若干の混乱はあったものの、利用者は窓口に来る

ことなく予約が行えるため、利便性向上につなが

っておりますし、施設予約を担当する職員におい

ても、システムの導入直後は事務が煩雑となるこ

ともありましたが、現在では事務の流れが定まり、

業務の効率化が図られていると考えております。 

  なお、小学校３校につきましては、当該施設予

約システムと連動可能なスマートロックシステ

ム、これはインターネットを利用して鍵の開錠・

施錠を行うことができるシステムでありますけ

れども、これを併せて導入しております。その結

果、利用者は鍵の受渡しのために各学校の事務室

に行く必要がなくなり、また、職員は鍵の受渡し

の業務を行う必要がなくなり、この点でも利便性

向上、事務効率化が図られております。 

  次に、コミュニティセンターにおける空き状況

の確認や予約の現状等について申し上げます。 

  部屋の空き状況の確認や予約に関する問合せが

どの程度あるかを各コミュニティセンターに聞

き取った結果、中心部では平均して５割程度、周

辺部では２割から４割程度という状況でありま

した。空き状況の確認や予約がオンラインで可能
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になれば、利用者の利便性向上につながる可能性

はありますが、利用者の方の中にはオンライン予

約等を使わない方もおられると予想されます。電

話とオンラインによる予約等が半々のような状

況であれば、職員の事務負担が増加するおそれも

ありますので、コミュニティセンターの職員と十

分に意見交換しながら慎重に進めていく必要が

あると考えております。 

  議員がお述べのとおり、多くの公共施設を対象

にして空き状況の確認や予約をオンラインでで

きるようになれば、利便性の向上につながるとは

思いますが、コミュニティセンターの例でも申し

上げましたとおり、課題もありますので、利用拡

大に向けた調査研究を進めつつ、順次、対象施設

の拡大を図っていきたいと考えております。 

  また、来年度には山形県が主導して県内の全市

町村が共同利用できる施設予約システムを導入

することが公表されておりますので、そのシステ

ムをどのように活用していくのかも含め、公共施

設のオンライン予約等の進展を図ってまいりま

す。 

  私からは以上であります。 

○相田克平議長 植松美穂議員。 

○１１番（植松美穂議員） 御答弁ありがとうござ

います。 

  まず、小項目１からなのですけれども、各課で

お互いの情報は把握しておりませんというのは、

これは結構びっくりするところではあるのです

けれども、職員の皆様でＬＩＮＥのようなチャッ

ト機能があるようなものをお使いだとお伺いし

ておりますけれども、そういったところにカレン

ダー、インフォメーション等をつけることという

のは可能ではないのでしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 現在も職員がチャットで

やり取りできる仕組みを構築していますけれど

も、それにはカレンダー機能は入っておりません

ので、グループウエアでメール関係とか、そうい

ったもので使っているところにはカレンダー機

能があるところであります。今はまだカレンダー

機能の中ではイベント情報などについての集約

はしていませんけれども、議員からの御提案も受

けまして、そういったところをまず試行的にやっ

てみようかと今考えているところであります。 

○相田克平議長 植松美穂議員。 

○１１番（植松美穂議員） ありがとうございます。 

  共にやっていくかどうかはさておき、庁内でほ

かが何をやっているのかというのを把握した上

で、特にイベントになりますけれども、日程調整

等々がされればよろしいかと思います。例えば７

月の産業建設常任委員会協議会でも私は少しお

話しさせていただきましたけれども、今年度の牛

肉まつりも７月になってから８月のものが９月

に変更になりました。これは内部ではどのあたり

で決定していたのか、それとも決定したのが７月

で、そのまますぐ市民へも議会へも報告があった

のか、その経過も少し教えていただいてよろしい

ですか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 本年度の牛肉まつりにつきま

しては、開催時期につきまして米沢市農業まつり

実行委員会の牛肉まつり部会というのがありま

して、その中で検討してまいりました。熱中症対

策など、従来の開催時期から変更してはどうかと

いうことで、その合意形成に時間を要しましたの

で周知が遅れてしまったところです。最終的に決

まりましたのが６月の下旬だったと思いますけ

れども、そういったことから他のイベントの開催

準備に御不便をおかけしてしまったと思ってお

ります。 

  今後、早い時期に検討を行いながら、イベント

の開催時期の情報共有に向けてできるだけ速や

かな周知に努めていきたいと考えております。 

○相田克平議長 植松美穂議員。 

○１１番（植松美穂議員） ８月はやはり熱中症等

もありますので、日付を変えるということはもち
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ろんあり得ることかと思いますけれども、これは

小項目２にも言えることだと思いますが、決まっ

たから情報を上げるという仕事的な話ではなく

て、どういう方に情報を見てほしいのか。観光客

の方に来てほしいのであれば、もう４月５月の時

点で今年の旅行は９月の牛肉まつりを目がけて

来てくださいぐらいの情報共有というのは必要

ではないかと思っております。 

  それは小項目２でもお話しさせていただくので

すが、小項目１の項目の中で牛肉まつりをお話し

させていただきますと、私は仲間たちとマルシェ

をやっておりまして、５月、７月、９月、11月と

いうことで、これは４月、５月のあたりに全部場

所と備品を押さえさせていただいております。そ

の際に９月、来週マルシェがあるわけですけれど

も、このマルシェに対して私たちは備品を都市計

画課で全て押さえていたわけですけれども、これ

が７月になって、牛肉まつりがあるから備品はお

貸しできませんということがございました。 

  そういうものが庁内のカレンダーがあって共有

できれば、もっと私たちも日付を避けるですとか、

そういったことが可能なのではないかというこ

とも含めてこの質問をさせていただいているの

ですが、そのあたりはいかがなのでしょうか。例

えば備品、場所は都市計画課であるけれども、急

にお祭りが出てくると備品は全て米沢市だとい

う認識でよろしいのでしょうか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 今お話がありましたように、

決して牛肉まつりを優先するということではあ

りませんけれども、例年行っていた祭りをこうい

う形で開催時期を変更するということで、中で話

してそういうことになりました。本当にそういっ

たことで他のイベントに御不便をおかけしたと

いうことは大変申し訳なく思っております。よろ

しくお願いいたします。 

○相田克平議長 植松美穂議員。 

○１１番（植松美穂議員） 謝ってほしいというこ

とではなくて、早め早めに動いていただきたい、

情報を共有していただきたいということです。 

  同じく７月のマルシェのときにですけれども、

西條天満公園で我々は朝７時ぐらいから準備を

させていただいておりました。そうしましたら、

多分シルバー人材の方だと思いますけれども、草

むしりをされておりました。準備をしながら草む

しりの方もいらっしゃるような状況で、午前中い

っぱいで多分草むしりの方は終わられたと思う

のですが、最終的には完了の写真が撮れなかった

という、少しクレームに近いようなお話をされま

した。きっと草むしりをして、完了の写真を撮っ

てお仕事を終わらせたかったのだろうというこ

とだとは思いますけれども、そういったことも、

イベントで公園をお借りしている日に草むしり

が入るというのも、スケジュール等々でもしうま

くできるのであれば、イベントの前に草むしりを

終わらせていただく、または草むしりする方にイ

ベントがあるよということを告げていただく、そ

のような横のつながりというのはあるのでしょ

うか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 現時点でまだそこまでの

情報共有がされていない状況でありますので、今

後そういったところをグループウエアのシステ

ムを利用して共有していって、なるべくそういっ

た事案をなくしていきたいと考えております。 

○相田克平議長 植松美穂議員。 

○１１番（植松美穂議員） 今は細かいお話で申し

訳なかったのですけれども、そういったことでち

ぐはぐになるよりは、ちゃんとイベントまたは情

報を共有してほしいということでマルシェの話

でございました。 

  あと、先ほど各課の中で情報共有していないと

いうことでしたけれども、庁内で全てを取りまと

めている課というのは総務課になるのでしょう

か。お聞かせください。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 
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○遠藤直樹企画調整部長 現在、庁内のイベントを

統括して調整している課はないということでご

ざいます。 

○相田克平議長 植松美穂議員。 

○１１番（植松美穂議員） そこも含めてになりま

すけれども、小項目２の中でお伺いしたいのです

けれども、情報共有・情報発信についてでござい

ます。まずは、３月の予算特別委員会の際に魅力

推進課とはということで、未定、これから考える

という課長からのお話もありましたけれども、米

沢市の中で魅力推進課の位置づけをもう一度教

えていただいてよろしいでしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 魅力推進課につきまして

は、これまで米沢に様々な魅力があるということ

で皆様からも言われてきておりますが、それらの

情報発信がなかなかうまくいかずに、市民の方あ

るいは市外の方にも十分伝わらないということ

が課題に上がっておりましたので、そういったと

ころを解決するために、いろんな米沢市にある魅

力をブランド関係で掘り起こすことと併せて、そ

ういった情報を一元的に発信していくことで米

沢の魅力を全体的に上げていこうということで

設立した課でございます。 

○相田克平議長 植松美穂議員。 

○１１番（植松美穂議員） 魅力ある発信と魅力に

入らない発信はどういう区分けなのか、もう少し

詳しく教えていただいてよろしいですか。行政サ

ービスの中で市民向けの情報が魅力推進課の発

信の下になるのか、それとも市外の方へ向けての

魅力発信が魅力推進課のお仕事なのか。情報発信

全てが私は魅力推進課のお仕事かと認識してい

たのですけれども、そのあたりを教えていただい

てよろしいですか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 申し訳ありません。そう

いった誤解を与える回答であったら申し訳なか

ったと思いますけれども、全ての情報を発信する

というところはそのとおりであります。ただし、

やはり発信するというのは、全ての情報を魅力推

進課そのもので発信するということではなくて、

魅力推進課がある程度どういった発信をすると

効果的になるのかというところを示した上で、そ

れぞれの課がやはり発信していくというところ

も必要になりますので、そういったことでござい

ます。 

○相田克平議長 植松美穂議員。 

○１１番（植松美穂議員） 魅力推進課が発信して

いくことだけでも難しいのですけれども、各課が

各課の事業を発信していく、こういったこともす

ごく難しいことではないかと私は思うわけです

けれども、各課の方々が例えばＳＮＳ講座を受け

るですとか、何か情報発信の勉強をして上げてい

るのか、それとも上げられる方は上げられる、で

きない方はできない、そういった形になっている

のか、そのあたりも教えていただいてよろしいで

すか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 現状は、それぞれ多いの

はやはり先ほども言いましたがホームページと

フェイスブックになるのですけれども、ある程度

定型化されておりますので、そういった中でテン

プレートにはめ込んでいって情報発信している

状況であります。特に研修等についてしっかりや

ったということはなくて、今回ホームページをリ

ニューアルしましたので、その際、職員研修など

をやっておりますけれども、今後やはりそういっ

たところ、職員の情報発信力を向上させるという

ことは大事ですので、先ほど申し上げましたが、

シティプロモーション戦略を策定する中でデジ

タル情報のどういった発信をすればいいのかと

いうところをガイドラインとしてまとめますけ

れども、それに合わせて職員向けの研修などにつ

いてもしっかりやっていきたいと考えておりま

す。 

○相田克平議長 植松美穂議員。 
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○１１番（植松美穂議員） 小項目２でも年間スケ

ジュール、こちらが必要ではないかと思ってお伺

いするわけですけれども、ホームページにも米沢

市の年間スケジュールが載っておりません。例え

ば山形市とかになりますと、年間スケジュール、

月ごとのスケジュール、イベントスケジュール

等々載っているものがあるわけですけれども、米

沢市ではなぜないのかということ。 

  例えば観光ですと観光Ｎａｖｉへ飛べるわけで

すけれども、観光Ｎａｖｉのホームページの中で

も年間スケジュールというのはございません。あ

ったとしても毎年度使える年間スケジュールで

あって、毎年度用の年間スケジュールというのは

見当たらなくて、新着情報を一個一個開けるとい

う少し面倒な見方ではないかと思うのですけれ

ども、市民にも観光客にも見やすいのであれば、

米沢市はこんなにいろんなことをやっているの

だと、そういったこと向けにも、米沢市のホーム

ページにも、あとは観光課がやっていらっしゃる

観光Ｎａｖｉでもそういった年間スケジュール

が必要だと思うのですが、いかがでしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 市のホームページですけ

れども、今回リニューアルしたわけですが、その

ホームページにはカレンダー機能がありまして、

今回かなり作業が遅れたものですから、イベント

カレンダーの整備までには至りませんでした。た

だ機能自体はありますので、その機能を使って、

まずは先ほど職員のグループウエアシステムの

中でイベント情報を共有するということを申し

上げましたけれども、そういった情報を基に、ホ

ームページ上でそれらの情報を発信できるよう

なことに取り組んでいきたいと考えております。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 観光情報について年間スケジ

ュールを掲載しているものはありません。大きな

イベントについてはそれぞれその都度お知らせ

しておりますけれども、イベントの内容によって

は主催者の合意形成も必要であって、なかなか掲

載時期についても一概に一緒に掲載できるもの

ではありませんけれども、やはりそういうスケジ

ュール全体を見ることができるというものは大

変便利だと思いますので、ホームページの修正等

で対応できるものかどうか、しっかりそこは考え

ていきたいと思います。 

○相田克平議長 植松美穂議員。 

○１１番（植松美穂議員） 特に観光については、

米沢にいつ行こうかというときにそういったカ

レンダーがあると、お祭りに合わせてですとか、

逆にお祭りではない時期にシルバーの方が平日

にゆっくり来るですとか、そういった決め手にな

るのではないかと思いますので、目に見えるよう

なカレンダーをぜひつくっていただきたいと思

っております。 

  あと、先ほど遠藤部長からＬＩＮＥのお話もご

ざいましたけれども、私は子供が小さいので、例

えば長井市の「くるんと」ですとか、山形市の屋

内遊戯施設等々へ行きますと、予約はＬＩＮＥか

らということで、必ず予約する際にはＬＩＮＥの

お友だち登録をして、そこから予約サイトに入る

となっております。なので、行きたい方は市外の

方でもその市のＬＩＮＥのお友だち登録をする

ということが必要になるわけです。なので、私に

は毎日山形市からの情報も届くわけですけれど

も、米沢市でもＬＩＮＥの登録者が今２万4,000

人ほどいらっしゃるかと思いますけれども、これ

を伸ばしていくためにも、必ずＬＩＮＥから入っ

たほうが使用率というか、上がっていくのではな

いかと思うのですけれども、そのあたりはいかが

でしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 確かにＳＮＳ関係ではＬ

ＩＮＥが一番登録されているという状況にあり

ますので、ＬＩＮＥを通してたしか予約できる公

共施設もあったかと思いますので、今後やはりそ

ういったところを主力として考えていくという
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のは確かに重要なことかと思ったところであり

ます。 

○相田克平議長 植松美穂議員。 

○１１番（植松美穂議員） ＬＩＮＥから入るとい

っても、結局は予約サイトに飛ぶだけの話ですの

で、そんなに手間はかからないかと思いますので、

御検討いただきたいと思います。 

  それと、広報よねざわのアンケートというのも

されていたようです。その中で広報よねざわにつ

いて、またはホームページやＬＩＮＥについてと

いうこともアンケート結果が出ておりましたけ

れども、それをどのように受け止め、分析されて

いるのかお話しいただけますでしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 広報よねざわのアンケー

トにつきまして、私も存じ上げておりませんでし

たが、月１回にするということを今市でも検討し

ておりますので、そういった関係でアンケートを

取ったというのは記憶しておりますけれども、そ

れ以外の部分については記憶にないところであ

ります。 

○相田克平議長 植松美穂議員。 

○１１番（植松美穂議員） ８月、先月あたりにホ

ームページにアップされていたようですけれど

も、まず広報よねざわ、先ほど企画調整部長がお

っしゃったように２回が１回になったほうがい

いかというようなアンケートだったかと思いま

すけれども、割と細かくアンケートを取っていら

っしゃると見ておりました。広報よねざわにおい

ても一番何を見ていらっしゃるかというと「くら

しＮＡＶＩ」、米沢市からのお知らせを見ている

方が多いということで、やはり米沢市の情報が皆

様はいただきたいのだと思ったところです。２番

目に欲しいのは食、観光、イベントの情報という

ことで、やはりイベント情報、こちらも情報元と

しては広報よねざわになるかもしれませんけれ

ども、そういったことを市民が求めているのだと

思ったところです。 

  ＳＮＳ、ＬＩＮＥについてですけれども、年齢

層にもよりますけれども、ＬＩＮＥに満足してい

る方も多いようです。ただしていない方に限って

なぜしていないのかということで、年配の方でス

マホを持っていないという方もいらっしゃるよ

うですけれども、そもそも知らないという方がや

はり多いとアンケート結果で思ったところです。

やはり情報発信がなぜ大事かというと、知らない

よりは知っていただいて選んでいただく、まずこ

の知っていただくというのがとても大事かと思

っていますので、ＬＩＮＥのもっと周知徹底をし

てもいいのではないかと思いますので、先ほどの

予約システムと並んでやっていただきたいと思

います。 

  あと、今度は子供のことに関してなのですけれ

ども、今回夏休みも大変長くて、夏休みに入る前

にたくさんのイベント情報のチラシを娘がもら

ってまいりました。児童会館ですとか、コミセン

ですとか、図書館ですとか、様々なところのイベ

ント情報が大量にありまして、なかなかそれが分

かりづらいというか、いつどこで何をやっている

のかというのが一気に来てすごく分かりづらい

のですけれども、これは教育委員会なのか、子育

て支援課なのか分かりませんけれども、こういっ

た子供の情報を一元化できるページがあれば、と

ても子育て世代にはありがたいのではないかと

思います。 

  子育て世代も情報を求めておりますし、イベン

ト、ワークショップなどをやっていらっしゃる方

も10名、20名、そうやって募集をかけてやってい

るわけで、なかなかそれが親御さん、お子様まで

刺さらない、なかなか情報が手に入らない、そう

いったことがすごく多いのですけれども、子育て

向けのイベント情報、そういったものは今は何か

ございますでしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 先ほどホームページにイ

ベントカレンダーの機能はあるということで申
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し上げましたけれども、その中でほかの同じ会社

のシステムを使っているのを見ますと、分野別に

子育てとかそういったところで検索できるとい

う機能もあるようですので、そういったところで

検索できるような方法を考えていきたいと思っ

ております。 

○相田克平議長 植松美穂議員。 

○１１番（植松美穂議員） ありがとうございます。

やはり市民は暮らしですとか、子育てですとか、

そういったことについて情報が欲しいと思いま

す。例えば市外の方に向けてですとまた少し情報

が変わってくるのかと思うわけですけれども、Ｌ

ＩＮＥですとか、ホームページですとか、市内の

方へ、市外の方へ、そういったことを分けるよう

な予定というのはございますでしょうか。例えば

山形市ですと、ＬＩＮＥのメニューのところに市

外の方へということで分けているようなメニュ

ー項目もございますけれども、そういった計画と

かはありますでしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 すみません、現段階では

そういった考えはありませんので、今後そういっ

た方法が必要なのかどうかも含めて検討したい

と思います。 

○相田克平議長 植松美穂議員。 

○１１番（植松美穂議員） ぜひ検討していただき

たいと思います。 

  私は先ほどから年間スケジュールが必要だとお

話を差し上げた中で、先ほど米澤上杉城下町マラ

ソンの話にもなっていたと思います。これは健康

増進プラス観光、スポーツツーリズムという話も

ありました。年間スケジュールで米沢市はこうい

うことをやっていくのだという情報提供という

のは前もって必要だと思っております。お祭りに

関しても、例えば肉まつりに関しても、こういう

のをやっていくのだということを米沢市の中に

も、または観光客の方にもどんどんアピールして

いくことが必要ではないかと思っております。 

  例えばよねざわ肉の陣とか、米沢上杉まつりと

か、そういったことを米沢市だけで発信するので

はなくて、宿泊施設、オンライン予約の際にそう

いったところにも全て上げていただく。例えばマ

ラソン大会などもいろいろクレームが来たりと

かということがありますけれども、市内向けの情

報とあとは観光客向けに、宿泊施設を予約すると

きにその日はマラソン大会がありますというよ

うな、そういったお互いの情報を発信していく、

それも前もってスケジュールとして発信してい

ただく、そういったことが必要だと思います。も

し年間スケジュールが出た場合は、どの課が統括

というか、されるようになるのでしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 他の自治体の事例ですと、

年間イベント一覧ということで月別にどんなイ

ベントがある、大きなものですけれども、そうい

ったものをホームページに掲載している例があ

りますので、私としてもそういったイメージかと

思っておりまして、そういったものに関しては魅

力推進課が集約する形になるかと思っておりま

す。 

○相田克平議長 植松美穂議員。 

○１１番（植松美穂議員） 今年度は、先ほどもお

話がございましたようによねざわ戦国花火大会

が10月12日にございます。これは、私は上手にい

ろんなイベントと組み合わせていると思ってチ

ラシも拝見しているわけですけれども、９月１日

から市民割の席が販売されたとございますけれ

ども、これは現在どれぐらいの席が売れたのか。

お分かりの範囲内でよければ教えていただきた

いのですけれども。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 先日、部会がありまして、そ

の中で報告はありましたけれども、その人数は把

握しておりませんので、今お答えできない状況で

す。 

○相田克平議長 植松美穂議員。 
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○１１番（植松美穂議員） 私はとても楽しみにし

ていて、市民割ですので殺到するかと思っていた

わけですけれども、まだ完売という話も聞かない

ので、ゆっくりとした販売経過なのかと推察して

おりますけれども、いかがでしょうか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 実行委員会でもその話になり

まして、他地域の花火大会の状況を見ますと、有

料席のチケットはある程度開催時期が近づいて

から購入されるという事例もお聞きしておりま

すので、そういうことで考えているところです。 

○相田克平議長 植松美穂議員。 

○１１番（植松美穂議員） 観光客ももちろんです

けれども、やはり市民の方も花火をとても楽しみ

にしていると思いますので、どんどん市民割を使

っていただきたいと思います。 

  あと、私はシングルマザーでございまして、い

ろいろ自分で申請しなければいけないもの、こう

いったものがやはり情報を知らなくてなかなか

私まで届かないものというのが何年か前にござ

いました。私の娘は５年生ですので、小学校入学

のときにコロナということで入学式も６月にな

るという現状でございましたけれども、３月にあ

るお母さんからシングルマザーの登録、認定を受

けたのかという話を受けまして、急いで教育委員

会、学校に連絡したような覚えがございます。ぎ

りぎり学校で動いていただいて認定を受けて、給

食費の一部免除、そのようなことの動きがばたば

たとあったわけですけれども、そういったものも

なかなか情報を受け取ることができない、あるか

もしれないですけれども、たくさんの就学前の情

報に埋もれてしまってなかなか受け取ることが

できない。例えば受け取っていたとしても、それ

が自分に当てはまるのかどうかも分からないと

いう私の実体験がございましたけれども、兄弟が

多い方ですとか、やはりいろんな御近所の方から

聞くとか、ママ友から聞くとか、そういった情報

はすごく多いのですけれども、なかなかそういう

環境がないといろんな情報がない、なかなか伝わ

らない、そういったこともあるかと思いますけれ

ども、教育委員会、学校ではそういった情報弱者

というか、情報漏れ、そのようなことというのは

ございませんでしょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 各学校において、コロナ

が始まったあたりですけれども、様々な学校から

の情報発信が必要だというところで、各小中学校

においては例えばホームページ、ブログの開設で

すとか、もともとあった学校もありますけれども、

なかった学校については本当に急いでそれを準

備できたと思っています。現時点では、各保護者

の皆様に一斉送信のメールの対応ができるよう

な学校がほとんどと考えております。ただ、様々

情報量が多過ぎて、実際に本当に必要なものがし

っかり届くようなところ、その発信の仕方につい

ては今後やはり課題として検討していかなけれ

ばならないと考えているところでございます。 

○相田克平議長 植松美穂議員。 

○１１番（植松美穂議員） シングルマザーですと、

例えば子育て支援課、そういったところにはお世

話になるわけですけれども、プッシュ型のものと

プッシュ型ではなくて申請しないといけないも

のの違いというのがなかなか分からないことが

あって、特に子育て支援課と教育委員会と分かれ

てしまうところでなかなか疎通ができないのか

と思うのですが、そのあたりの情報提供とかとい

うのはできないのでしょうか。そうすると、全員

にチラシを配らなくても個別にそういったお手

紙を頂けるとか、そういうことはできないのでし

ょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 今現状、それぞれの課で

それぞれの情報を発信しているということで、主

なターゲットの方から見ていろんな関連する情

報を集約するというのは行っておりませんし、な

かなかそれを行うというのは、対象が微妙に違っ
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たりする場合もあったりして相当難しいのでは

ないかと考えております。 

○相田克平議長 植松美穂議員。 

○１１番（植松美穂議員） なるほどと思うところ

ですけれども、先ほど私が申し上げた認定という

のは、多分就学援助の認定ではないかと思います

けれども、就学援助について書いてあるのがたっ

た２行でありまして、「経済的理由によって就学

困難な小中学生の保護者に対し、援助を行います。

具体的な基準などは学校教育課までお問合せく

ださい」、これを書かれても、これが私なのか、

問い合わせようかという気持ちになるかならな

いかというところがなかなか難しいかと思って

おります。できるものであれば、やはり必要な方

に情報がしっかりと行くようにしていただきた

いと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 就学援助等のお知らせで

すとか情報提供につきましては、まず市のホーム

ページには載っておりますけれども、各学校から

新入生の就学健診ですとか、新入生の保護者説明

会等においてですとか、様々機会を経てチラシを

配って御案内しています。また、学校としまして

も、対象になるというか、お勧めしたほうがよろ

しいのではと考える御家庭につきましては、個別

に御案内させていただいているところでござい

ます。 

○相田克平議長 植松美穂議員。 

○１１番（植松美穂議員） 全般的に言えることで

すけれども、やはりすごくアンテナを立てて情報

をいっぱいゲットしている情報収集できる方と、

情報弱者ではないですけれども、なかなか情報が

入ってこない、または情報が理解できないような

方々もまだまだいらっしゃるかと思いますので、

丁寧に情報を皆様にまずはお知らせして共有し

て理解していただく、そこまではなかなか難しい

とは思いますけれども、丁寧な発信をしていただ

きたいと思います。 

  あとは、先ほど遠藤部長からありましたけれど

も、多分各課で出すのはもうひな形が決まってい

て文章で出していくのかと思うわけですけれど

も、見ていて面白い、例えば見たくなるような情

報の出し方、そういったことも必要ではないかと

思いますので、ぜひその辺は勉強していただけれ

ばと思います。 

  続きまして、小項目の３に移らせていただきま

す。先ほどコミセンの問合せの割合ですとかを教

えていただきました。今、米沢市営体育館改修が

終わりまして貸出しが始まったわけですけれど

も、夏休み期間、やはり体育館がお休みというこ

とで、どこに電話してもなかなか体育館が使えな

いということがございました。コミセンに電話し

ても、体育館が使えないから皆さんこっちに来て

いるのだなどということで教えていただいたこ

ともございました。やはり来年山形県がやる予約

システムかどうかですけれども、空いているかど

うかぐらいはやはり見えるといいと思います。あ

とは、もちろん中心部以外の方々、御高齢の方々

にはコミセンでしっかりと対応というものは必

要かと思いますけれども、できる方にはどんどん

オンラインを活用していっていただければと思

います。 

  最近、コミセンでも地域以外の方もぜひどうぞ

という情報、盆踊りですとか、イベントですとか、

そういったこともあるように感じております。こ

ちらも情報発信の中でいいますと、コミセンごと

にホームページがあるコミセンと、住所と電話番

号しか載っていないようなコミセンとばらばら

だと思っているのですが、これはコミセン任せと

いうことになっていますでしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 それぞれコミセン独自の

取組だと思っておりますので、今後どこまででき

るのかというところはありますけれども、我々か

らも働きかけはできるのかと思っております。 

○相田克平議長 植松美穂議員。 
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○１１番（植松美穂議員） 情報発信といっても、

やはりホームページをつくるということに対し

てお金がかかるのか、自前でできるのか、そうい

った違いもあるかと思いますけれども、最低限の

情報ぐらいはちゃんと御指導していただいて、同

じ情報量は欲しいと思ったところです。やはり電

話番号しか書いていないと電話するしかないの

ですけれども、見たい情報はオンラインで見られ

ればいいかと思っております。 

  いろんなコミセンをホームページで見せていた

だきますと、工夫されているところもたくさんご

ざいました。東部コミセンなどは年間行事をホー

ムページに貼っていらっしゃって、地域以外の方

もどうぞということで、お祭りの御案内ですとか、

丁寧に書かれていたように思います。 

  先ほども私は、コミセンは空き状況の確認等々

が多いのではないかと申し上げましたけれども、

こういったことも、空き状況とともにレンタル料、

今からレンタル料の変更等々出てくるとは思い

ますけれども、レンタル料の御案内、場所の案内、

そういったものも各コミセンのホームページに

出していただくといいのではないかと思うので

すけれども、いかがでしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 先ほど言うのを忘れまし

たけれども、各コミセンでは各地区をこれまでや

はり主力にしておりましたので、各地区でコミセ

ンだよりというのを出して、地区民の方を主に対

象にして発信してきたというところがあります。 

  先ほど議員からもあったとおり、地区を越えて

呼びかけなどをやっている状況もありますので、

そうする場合にはやはりホームページとかがい

いかと思いますので、そういった中でいろんなコ

ミセンのイベントなどを紹介できるように我々

からも働きかけていきたいと思います。 

○相田克平議長 植松美穂議員。 

○１１番（植松美穂議員） ぜひ来年の県のオンラ

イン予約ですとか、いつできるか分からないです

けれども、教えていただきたいのですけれども、

ホームページの年間スケジュールはいつぐらい

だと出せるのでしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 市のホームページの年間

スケジュールについては情報を集約して、できれ

ば来年度から情報発信できるようにしていきた

いと考えております。 

○相田克平議長 植松美穂議員。 

○１１番（植松美穂議員） 魅力推進課にはとても

期待していますので、市内外に向けて米沢の魅力、

米沢の現状、いろいろ発信していただきたいと思

います。 

  最後に市長にお伺いしたいのですけれども、市

長の思い、例えば市政、米沢の現状、未来、計画

について、こういったことを市民に声を届けてい

く、全ての市民にそれを理解していただく、そう

いうのは大変難しいと私も思っておるわけです

けれども、例えば市長の定例会見、私もユーチュ

ーブで拝見しております。これが平均100視聴ぐ

らいでございました。 

  もっといろんな方に今の米沢、市長の声、そう

いったものも届けばいいと私も思うわけですけ

れども、市長が前職、新聞記者をされていた。そ

ういったことで発信力もおありだと思いますけ

れども、米沢の今市役所の中でこんなにもたくさ

んいろんな事業があって、行政サービスがあって、

それがなかなか米沢市民に届かない。例えば市長

がどう考えているのか、そういった声もなかなか

届きづらい。そういった現状がまだまだあるので

はないかと思いますけれども、市長の思いと、こ

れからもし何か計画がありましたら、ぜひ最後に

お話をいただきたいのですけれども、お願いいた

します。 

○相田克平議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 植松議員の提案、大変興味深く聞

かせていただきました。いろいろ改善していきた

いと思います。 
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  市長としての思いを市民の方に伝えたいという

ことで、実は新しいホームページになったときに、

会見のユーチューブ配信もやろうとか、あとはそ

れぞれポイントポイントですけれども、市政運営

方針演説だけではなくて、成人式の発言だとか、

様々な発言もアップしようとか、徐々にですけれ

どもやらせてもらっています。ただ見せ方があま

りうまくないと正直思っています。 

  あと、もう一つは、さっきの子育ての話もそう

ですけれども、ユーザー目線で検索しにくいので

す。これは改善しようということで今勉強しても

らっているのですけれども、役所からの情報にな

っていて、私は例えば１人の子供がいて子供のた

めにどういうサービスがあるのだろうという、そ

ちらから検索するような見せ方にもなっていな

いと。大変いろんな意味で改善しなければいけな

いと思っていますし、多くの人がもうツイッター

であるとか、ＳＮＳだとか、ホームページを中心

に情報収集されますので、ここは非常に大事なと

ころだということで、魅力推進課は新しい課であ

りますけれども頑張ってもらいたいと思ってい

ます。 

○相田克平議長 以上で11番植松美穂議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時１２分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ３時２２分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、米沢市脱炭素先行地域計画の成功のため

に何が必要か、５番髙橋英夫議員。 

  〔５番髙橋英夫議員登壇〕（拍手） 

○５番（髙橋英夫議員） こんにちは。 

  日本共産党市議団の髙橋英夫でございます。 

  しばらくの間、今日の最後の質問ですが、最後

までお付き合いくださいますようお願いいたし

ます。 

  地球温暖化、気候変動による災厄は地球上あち

こちで猛威を振るっています。私たちの住む地域

でも例外ではありません。 

  山形県は８月28日、災害対策本部員会議にて、

庄内、最上を中心とした７月下旬の大雨に伴う被

害総額について、公共土木施設、農林水産、教育

施設、商工を合わせて約889億円になったと明ら

かにしました。８月23日段階での700億円超から

約180億円増え、県内の風水害として過去最悪と

なりました。 

  農林水産関連では33市町村の約111億円で、農作

物などの被害面積は１万1,799ヘクタール、水田

や畑、水路、農道などの農地・農業用施設が3,043

か所、山腹崩壊や土砂流出など森林関係が557か

所となっています。 

  建物被害は全壊や半壊、一部損壊、床上・床下

浸水が計2,295棟で、避難者数は戸沢村91人、酒

田市48人、遊佐町23人、鮭川村15人、応急仮設住

宅は、建設型、賃貸型を合わせ、酒田、戸沢、鮭

川の各市町で計152戸を準備するとのことです。 

  一方、８月22日に日本の南のミクロネシア北西

部のマリアナ諸島周辺で発生した台風10号は、１

週間以上にわたり迷走や停滞を続け、日本列島の

広範囲で暴風や豪雨による被害をもたらしまし

た。 

  当初、東海地方周辺に上陸する見通しだった台

風10号ですが、迷走し、九州の南までゆっくり西

進しました。この海域には黒潮が流れ、表面海水

温は平年に比べ１度から２度、水深50メートルで

も１度程度高温でした。暖かい海が台風を発達さ

せるエネルギーの供給元となり、最強クラスに近

い勢力に発達しました。 

  29日に九州に上陸したものの、その後もジョギ

ング並みの速さで進み、鹿児島、熊本、大分と各

県を通って瀬戸内海に抜けるのに１日以上かか
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りました。遅い台風の原因と考えられるのは偏西

風です。今回はいつもより、偏西風が北を流れ、

台風から離れていました。海の深くまでに及ぶ海

水温の高さと偏西風の不在が、まるで熱帯の台風

のような状態を生み出しました。 

  イギリスの研究チームは30日、気候変動によっ

て台風10号の最大風速が7.5％増した可能性があ

るとの暫定的な分析結果を発表し、チームのネイ

サン・スパークス博士は「人間が気候を温暖化さ

せる限り、台風は激化し続ける」と述べています。 

  地球温暖化による気候変動の影響は、豪雨や台

風以外にも、海面上昇・高潮、熱中症などの健康

被害、食糧不足、水不足、生態系への影響、イン

フラの機能停止など多岐にわたります。地球温暖

化を抑止するために脱炭素を図る取組は、明日の

人類の生死に関わる重要な課題と言えます。 

  私が今回の一般質問のテーマに取り上げた米沢

市脱炭素先行地域計画は、まさに米沢市民が一丸

となり、地球的規模の重要課題に取り組もうとす

る、勇猛果敢にして崇高な事業であると受け止め

ています。 

  質問項目の１は、脱炭素の大前提である地球温

暖化に対する危機意識の共有が第一義的に必要

ではないかです。 

  米沢市はこの間、令和元年、米沢市地球温暖化

対策実行計画、令和２年、ゼロカーボンシティ宣

言、令和３年、米沢市ＳＤＧｓ未来都市計画、同

年、地域循環共生圏づくりプラットフォーム事業、

令和５年、米沢市再生可能エネルギー導入目標策

定、同年、オーガニックビレッジ宣言、同年、米

沢市再生可能エネルギー導入促進区域設定など

など、意欲的に温暖化対策に取り組む施策を打ち

出してきました。 

  しかしながら、市民の側からは、ではそのため

に市民は何をすればいいのか、それが分からない、

伝わらないまま時が経過してきたのではないで

しょうか。その意味では、今回の米沢市脱炭素先

行地域計画で初めてアンケートや住民説明会を

行い、市民にアプローチしたと言えます。 

  今年８月に民生常任委員会協議会並びに市政協

議会にて、本年５月に上郷、窪田、万世、山上地

区の6,419世帯向けに実施されたアンケートの集

約結果が報告されました。報告書を読ませていた

だきましたが、その印象は、説明不足で内容が伝

わっていない状態での反応が大半というもので

す。住民説明会の開催がアンケートの後という順

番の問題も大きかったのだと思います。 

  また、再エネの利用の意向を吸い上げることが

主眼だったためか、自宅への太陽光パネルの設置

案件に対する反応が多かったようです。アンケー

トの目的からすれば、この反応は正常かと思われ

ますが、だとすれば、アンケート以前に、まず、

米沢市がなぜ脱炭素先行地域計画を提出するの

かという原点についての理解を広げるプロセス

が必要だったのではないでしょうか。この点につ

いてお伺いいたします。 

  質問項目の２番、脱炭素先行地域の事業は地域

経済の活性化、雇用拡大、若者の定着にも発展す

る事業という視点が重要ではないかです。 

  この事業は、地球温暖化の抑止という目的に加

え、交付金を活用した地域づくりのトリガーとな

る事業であるという捉え方も重要と考えます。 

  米沢の少子化問題の要因の一つは、魅力的な働

く場が少なく、若者が定着しにくいという点があ

るかと思います。脱炭素の取組推進の仕事が地場

産業となり、シティプロモーションにも発展して

若者が集まるという流れになれば、米沢は変わり

ます。そのためには、市民の意識と行動の変容が

求められます。先ほどの質問項目１とも関連しま

すが、市民への働きかけをどう進めるのかお伺い

します。 

  質問項目の３は、事業計画全体の中で、地元の

経済に還元される割合はどれほどなのかです。 

  およそ75億円の事業規模であると認識しており

ますが、米沢の事業者が引受けできる金額はどれ

ほどなのでしょうか。設置する設備の資材などは
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米沢で製造できるものではなく、ほとんどが外部

から運び入れることになるかと思われます。そう

であっても、設置工事については市内の事業者が

担えるのであれば、大きな経済効果が期待できま

す。しかし、専門業者でないと設置工事が担えな

いということになると、外部にお金を吸い上げら

れるということになってしまいます。今回の計画

において、地元の経済に還元される割合、効果を

どのように見積もっておられるのかお伺いいた

します。 

  質問項目の４は、風力発電について多くの問題

点が浮き彫りになっているが、計画の見直し、変

更はできるのかです。 

  栗子山で民間企業が計画する風力発電をめぐり、

山形県は８月26日、環境影響評価準備書に対する

知事意見を経済産業省に提出しました。建設予定

地の周辺がイヌワシの営巣地になっている可能

性が高いとして、生息環境保全の必要性から事業

中止を含めた計画の抜本的見直しを求めました。 

  ８月29日、近藤市長は当該民間企業を訪れ、計

画は白紙撤回するように求める申入れを行いま

した。同社は８月４日、５日に市民全体を対象に

した住民説明会を開催しましたが、参加者からは

反対の意見が相次ぎました。 

  米沢市は６日、同社に対して追加説明会の開催、

準備書の再公開、地域貢献策の明示を文書や口頭

で求めたものの、26日に同社が回答した内容は要

請を満たしませんでした。同社の環境影響評価手

続では、事業者側への国の勧告が今月23日までに

行われる予定ですが、それまでに市民の理解を得

ることが困難であると市が判断したとのこと。 

  栗子山への風力発電施設の建設に対する市民の

関心は高く、この９月定例会にも市民団体からの

請願が提出されています。多くの市民が、イヌワ

シの問題以外にも、土砂災害の危険性、低周波音

による健康被害の懸念などなど、多くの問題をは

らんでいると認識しています。 

  脱炭素先行地域計画の中にも風力発電が位置づ

けられており、事業規模も30億円と大変大きなも

のです。環境省から脱炭素先行地域を採択してい

ただくには、計画内容についての住民の合意の存

在が決定的に重要になりますが、今の状況は果た

してどうでしょうか。 

  間もなく環境省からの判断が示されますが、ど

ちらに転んでもその後の対応は簡単ではないと

思われます。脱炭素の取組自体は決して後退させ

るべきではないと思いますが、どのような対応策

を考えておられるのかお伺いいたします。 

  質問項目の５は、太陽光発電パネルの最終処分

の方法や費用についての関心がとても高いが、ど

のように対応していくのかです。 

  アンケートに寄せられた意見を読んでみると、

太陽光パネルの最終処分についての意見がとて

も多いようです。個人の住宅への太陽光パネルの

設置目標は400件ですが、市民の皆さんのこの件

についての不安や疑問に明確な答えを出せない

と、400件の達成もその後の横展開も困難になり

ます。太陽光発電パネルの最終処分の方法、その

際の費用の問題などについてお伺いします。 

  質問項目の６は、バイオガス事業、マイクロバ

イオマス事業においては有機農業と連携してい

くとあるが、そのためには有機農産物の学校給食

への導入が不可欠と考えるがどうかです。 

  脱炭素の取組と有機農業の推進が結びついてい

くという、文字どおりの好循環の構想には大変共

感いたします。有機農業の推進、有機農家の育成

についてはこれまでも取り上げてまいりました

が、有機農産物の買手がいなければ成立しないと

いう大きな課題があります。 

  学校給食に有機農産物を導入して、そのことで

地域の有機農家を着実に増やしてきた実践が全

国から注目を浴びているのが千葉県のいすみ市

です。いすみ市で成功した理由は、慣行農業で作

った作物よりも割高になってしまう有機農産物

を給食に導入するに当たり、従来の給食の仕入れ

の予算では間に合わない金額を市が補償して、生
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産者に経営の見通しを示したということです。 

  今回の計画にあるバイオガス事業での液肥、マ

イクロバイオマス事業でのバイオ炭にしても、そ

れらを肥料化した場合、十分な供給量が期待でき

ます。有機肥料を活用する農家が増え、学校給食

がオーガニック給食になり、有機農業が地域に広

がるということになれば、まさにオーガニックビ

レッジが形になります。有機農産物の学校給食へ

の導入、ぜひ実現させていただきたいものと思い

ますが、いかがでしょうか。 

  質問項目の７番、マイクロバイオマス事業にお

ける木質廃材、間伐材などの安定供給は見通しが

立つのか。また、採算は取れるのかです。 

  この事業で懸念があるのは間伐材の供給です。

木質チップでのガス発電を行うのに毎日何トン

の木質材を使うかによりますが、現在の米沢市に

おける林業従事者の現状を想像しますと、果たし

て担い手がいるのか、または、担い手を増やすこ

とにつながる収益性のある仕組みなのかという

ことです。計画では、バイオガス、バイオマスを

つなぎ合わせて無駄のない循環を続けることで

収益も上げるという構想のようですが、改めて木

質材の安定供給の見通しと採算についてお伺い

いたします。 

  以上で壇上からの質問を終了いたします。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

  〔佐藤明彦市民環境部長登壇〕 

○佐藤明彦市民環境部長 私から、米沢市脱炭素先

行地域計画の成功のために何が必要かについて

お答えいたします。 

  初めに、（１）脱炭素の大前提である地球温暖

化に対する危機意識の共有が第一義的に必要で

はないかについてお答えいたします。 

  議員がおっしゃるとおり、地球温暖化に対する

危機意識の共有は非常に重要であり、持続可能な

社会を形成する上でも欠かすことができない論

点と認識しているところでございます。地球温暖

化は、予想される影響の大きさや深刻さから見て、

人類の生存基盤に関わる安全保障の問題と認識

しており、最も重要な環境問題の一つと認識して

いるところでございます。 

  地球温暖化を抑制するためには、一人一人が危

機意識を持った上で脱炭素に向けた取組を行う

必要があります。本市は2020年、地球温暖化によ

る自然災害リスクを低減し、持続可能な未来を実

現するため、2050年までに本市の二酸化炭素排出

実質ゼロを目指す米沢市ゼロカーボンシティ宣

言を行ったところです。 

  危機意識の共有のためには、環境・脱炭素教育

の啓発、啓蒙に地道に取り組む必要があります。

学園都市という特色を生かし、山形大学等と連携

した人材育成を行うなど、脱炭素人材の育成を図

っていく考えであります。また、地域との連携も

必要不可欠なことから、脱炭素先行地域に採択さ

れれば、４つのモデル地区の各推進部会と共に地

区単位で研修会の開催や事業の周知・啓発を図っ

ていく予定です。さらに企業との連携も積極的に

行い、事業者向けセミナー開催も行う予定として

おります。 

  脱炭素先行地域の取組を通して産官学金、そし

て地区における連携体制を構築し、事業への理解

促進と環境・脱炭素教育等を行うことで、地球温

暖化に対する意識を高め、一人一人が自分事とし

て行動できるように努めてまいりたいと考えて

おります。 

  次に、（２）脱炭素先行地域の事業は地域経済

の活性化、雇用拡大、若者の定着にも発展する事

業という視点が重要ではないかについてお答え

いたします。 

  この脱炭素先行地域事業は、そもそも地域の課

題解決と脱炭素を同時に実現して地方創生にも

貢献することが要件となっており、重要な視点で

あると考えております。本市の計画におきまして

は、３つの地域課題を挙げているところでござい

ます。 

  １つ目が、人口流出・人口減少への対応です。
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本市が抱える人口流出の原因として、冬期間の大

雪などの厳しい自然環境があり、冬季も安心して

暮らせるまちづくりを望む声が多い傾向がござ

います。今回、先行地域で取り組む太陽光パネル

の設置や住宅の断熱化及び高効率エアコンなど

の設置補助を通して、省エネによる光熱費の削減

と快適な住環境を提供し、市民の暮らしやすさの

向上を図り、人口の流出を減らし、若者の定着を

目指していきたいと考えております。 

  ２つ目が、産業分野における付加価値の創造で

す。これまで米沢品質向上運動をはじめとした米

沢ブランド推進を行ってきましたが、一層の経済

好循環を生み出すためには、産業の幅広い分野に

おける付加価値の創造が求められます。米沢ブラ

ンドによる付加価値が向上することで地域経済

が活性化され、市民の所得向上が図られます。ま

ずは、食肉センターの脱炭素化に取り組むことで、

米沢牛にサステーナブルな付加価値を創造し、積

極的にＰＲすることでその付加価値を他の産品

にも広げていく考えでございます。 

  ３つ目が、農林業の担い手不足です。農林業に

おきましては、国内消費の減少や従事者の高齢化、

鳥獣被害や物価高、悪臭等、多くの課題に直面し

ております。持続可能で発展性のある農業を次世

代に引き継いでいくためには、安定的な収入確保

とイメージアップを図る必要があります。バイオ

マス発電による副産物である液肥やバイオ炭の

農地利用のほか、間伐材等の未利用木材を木質バ

イオマス発電の燃料チップとして有効活用する

ことで、新たな収入源の確保と地域循環型モデル

の確立を図り、事業の安定化とイメージアップに

よる新規就農者の確保を目指すこととしており

ます。 

  これらの地域課題解決を目指し、事業を円滑に

推進するためには、組織横断的な連携と積極的か

つ効果的なプロモーションが必要不可欠となり

ます。関係部署及びステークホルダーとのコミュ

ニケーションを円滑に進め、脱炭素の取組を通し

て米沢市をＰＲすると同時に、市民の皆様の理解

を深めてまいりたいと考えております。 

  次に、（３）事業計画全体の中で、地元の経済

に還元される割合はどれほどなのかについてで

すが、本事業は脱炭素を達成するにとどまらず、

地元への経済効果、地域還元が欠かせず、非常に

重要な目的としているところでございます。 

  太陽光パネル設置事業者については、昨年度公

募型プロポーザルで株式会社ＮＴＴ－ＭＥを既

に選定しており、地元事業者と連携しながら設置

を行うことで合意を得ております。この発電事業

を通じて域内に対しましては、直接効果として地

場施工業者の施工分とＰＰＡ契約者の電気代削

減分を合わせて約１億円程度の裨益効果がもた

らされると試算しております。 

  次に、高効率エアコン及びエコキュート、まき

ストーブ、断熱改修の補助事業につきましても、

約８億円の事業費となっており、施工業者は市内

に本社があることを条件にする予定でございま

すので、経済効果が高まることを期待していると

ころでございます。この取組は住宅の省エネにも

つながりますので、例えば高効率エアコンで年間

5,200円、エコキュートで年間13万5,000円、断熱

改修で年間14万8,000円の光熱費の削減が一般家

庭において見込める試算となっております。 

  さらに、おきたま新電力株式会社が提供する電

力プランについては、大手電力会社に比べて10％

程度安価になっており、モデル地区内6,415世帯

の多くが再エネプランに切り替えることで、地域

住民全体の裨益が大きくなると考えております。 

  本市においては195億円ものエネルギー代金が

市外に流出しているものと試算しておりますが、

本事業の再生可能エネルギーの導入により、先行

地域４地域において域外へのエネルギー代金流

出抑制額は９億円程度を見込んでおるところで

ございます。 

  そのほかにも、サステーナブルな付加価値や地

域事業者のイメージアップによる経済効果や再



- 134 - 

エネ事業による雇用の創出なども見込んでおり、

地域への還元割合は明示できませんが、脱炭素と

経済活性化の両立を図り、好循環を目指してまい

ります。 

  次に、（４）風力発電について多くの問題が浮

き彫りになっているが、計画の見直し、変更はで

きるのかについてお答えいたします。 

  風力については、本地域におきましては非常に

ポテンシャルが高いことから、再エネ導入の手法

として非常に有効と考えており、風力発電を組み

合わせることで、交付金の範囲の中において、よ

り多くの需要家に再エネ電源を供給することが

可能となり、費用対効果が高い事業になると考え

ております。 

  今回、脱炭素先行地域で計画している風力発電

につきましては、栗子山で民間事業者が計画して

いる場所とは別のところを想定しており、現在行

っているゾーニング調査におきまして適地を絞

り込んでいくことや、発電した電力は100％市内

で利用する自給自足型であること、また、地元や

市民との合意形成は今後進めていくこととして

おり、しっかりと事業内容を説明し、合意形成を

図ることを前提として進めてまいりますので、計

画を見直すことは現段階では想定しておらない

ところでございます。 

  しかしながら、資材価格の高騰等の課題なども

ありますので、見直しが必要となる場合も想定さ

れますが、見直しは、原則は認められないものの、

不測の事態により特別な理由で変更せざるを得

ない状況の場合は、計画の変更案の提出や評価委

員からの諮問・評価等の多くのプロセスを経るこ

とにはなりますが、変更手続を行うことは可能で

あることを確認しているところです。 

  本市といたしましては、そのような不測の事態

が起こらないよう、住民の皆様の理解を得ながら、

調査・検証をしっかり行い、計画に沿った形で着

実に事業を進めてまいります。 

  次に、（５）太陽光発電パネルの最終処分の方

法や費用についての関心がとても高いが、どのよ

うに対応していくのかについてお答えいたしま

す。 

  太陽光パネルは、2012年の再生可能エネルギー

固定価格買取制度、いわゆるＦＩＴ制度が導入さ

れて以降、急速に普及してきましたが、太陽光パ

ネルの耐用年数は25年から30年とされており、環

境省では2030年頃から50から80万トンの使用済

み太陽光パネルが排出されると想定しておりま

す。 

  また、本市脱炭素先行地域事業においても、一

般家庭向け400世帯、40事業所、公共施設９件の

ほか、4.2メガワット規模の太陽光発電を導入す

ることを想定しているところでございます。 

  一般的な撤去費用は、一般家庭に設置されるこ

との多い出力４から５キロワット程度の太陽光

パネルであれば15万円程度、総出力が50キロワッ

トを超える産業用の太陽光発電の撤去費用は１

キロワット当たり1.5万円から２万円程度とされ

ております。 

  脱炭素先行地域の説明会やアンケートにおいて

も、パネル廃棄問題に対する市民の関心は非常に

高いことから、資源循環での出口戦略が重要と考

えており、既にＮＴＴ－ＭＥが丸紅株式会社と連

携し、リユースパネルの活用を行うほか、全国の

リサイクル事業者と連携したリサイクル体制を

構築し、廃棄物実質ゼロを実現することを目標に

取り組む予定としているところであります。 

  また、本事業を契機に、本市のみならず置賜全

域でのリユース・リサイクルへの転換を進め、持

続可能な循環型社会形成にも寄与していきたい

と考えております。 

  次に、（６）バイオガス事業、マイクロバイオ

マス事業において有機農業と連携していくとあ

るが、そのためには有機農産物の学校給食への導

入が不可欠と考えるがどうかについてお答えい

たします。 

  本市の脱炭素先行地域において導入する木質マ
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イクロバイオマス発電においては、木質チップを

炭化した際に発生するガスで発電する形式を採

用しており、副産物としてバイオ炭が発生します。

このバイオ炭は土壌改良材としての活用事例が

あるほか、土壌中に炭素が固定されることでＣＯ２

削減にも寄与することから、カーボンクレジット

の創出にも期待しているところでございます。 

  さらに、牛ふんや食品残渣を活用したバイオガ

ス発電におきましては、副産物として堆肥と消化

液が発生します。堆肥については今後、利用拡大

を図るほか、液肥については農業分野での利用を

現在検証しております。液肥は運搬や散布のコス

トが課題となっていますが、散布車を用いて一定

の基準で散布し、作物の収量及び土壌分析を行い

ながら事業化のめどを立てていく予定としてお

ります。また、液肥のペレット化も計画しており、

ペレット化することにより、肥料効果をより高め、

運搬・保管性が向上することから、化成肥料から

の代替可能性が高まる取組となっております。 

  これらを有機農業分野に活用していくことは、

地域循環及び地産地消の観点から非常に重要で

あると考えております。また、有機農業から生産

した農産物を学校給食に活用することは、有機農

業振興や環境教育の観点からも有意義と考えて

おります。今後、農政課と連携しながら利用拡大

に努めてまいりたいと考えております。 

  最後に、（７）マイクロバイオマス事業におけ

る木質廃材、間伐材などの安定供給は見通しが立

つのか。また、採算は取れるのかの御質問にお答

えいたします。 

  脱炭素先行地域における本市の計画では、米沢

市食肉センターの敷地内に250キロワットの木質

バイオマス発電機を４基設置することを予定し

ており、この発電設備の動力源として木質チップ

を使用する予定としております。この木質チップ

には、間伐材や廃材、支障木等を取り入れ、地域

の未利用木材を余すことなく利活用することで、

地産地消による資源循環モデルの構築を目指し

ております。事前に米沢地方森林組合や市内の木

材加工会社に声がけしており、支障木や伐採街路

樹の活用については土木課とも協議していると

ころでございます。 

  また、市内の木材供給に不足が生じることも想

定し、市外のリサイクル事業を行っている会社か

らも供給の合意を取り付けている状況にござい

ます。 

  採算については、上郷のバイオマス発電プラン

トの余剰排熱をチップ乾燥に活用することで、市

場価格の８割程度でチップの調達が可能となり

ます。また、未利用木材をチップの材料として付

加価値をつけることにより、木材供給者にとって

も安定的な収入を得ることができます。さらには、

バイオマス発電事業者にとっては、売熱収入を得

ることで事業性がさらに向上するほか、本市にと

っても米沢市食肉センターの光熱費削減に寄与

する取組となっており、相互利益を生み出す資源

循環型モデルとなっているところでございます。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

  〔安部晃市産業部長登壇〕 

○安部晃市産業部長 私からは（６）に関し、有機

農業の点からお答えいたします。 

  現在、本市では国のみどりの食料システム戦略

推進交付金を活用し、有機農業を広めていくため

の事業の一環として、学校給食への有機農産物の

提供にも取り組んでおります。当初はお米から始

め、現在はタマネギや里芋へと品目を拡大し、活

用の検討を進めているところでございます。安定

した供給量の確保、品ぞろえ、慣行農産物との価

格差などの課題があるところです。 

  また、有機農業の土づくりにおいても、長年に

わたり継続的な有機物の投入により土づくりが

行われておりますので、バイオマス発電で発生す

るバイオ炭や液肥の活用については、その成分や

効果、利用方法などのノウハウをこれから十分検

証していく必要があると考えております。 
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  このように課題はありますが、バイオマス事業

などと有機農業は今後ますます重要性が高まる

循環型農業の推進においても親和性があり、学校

給食への有機農産物の利用拡大は、その実現に寄

与する取組も必要であると考えています。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） 今年６月の市政協議会の

中で、今回の脱炭素先行地域計画提案書というも

のがフォルダーに掲載されまして、今回の質問に

当たりましてこの97ページに及ぶ資料を読ませ

ていただきました。内容がすごくやはり実に周到

につくられているという印象を持ちましたし、こ

れが形になれば本当にすばらしい文字どおり好

循環のまちができそうだという印象を持ちまし

て、ぜひともこれは採択にこぎ着けてほしいと思

ったところです。 

  ただ一点、一番懸念するのは、質問の項目にあ

りましたけれども、風力発電の問題、今回一方で

民間企業のやっている事業がいろんな市民への

説明不足でもあるし、それから環境影響調査の

様々な不足面とかがあって、どうなのだというこ

とで市民の世論が今沸き上がっているというタ

イミングなので、計画の中にある同じように大き

な規模の風力発電施設を造るという計画ですの

で、これがどんな整合性といいますか、あるいは

差別化して進んでいくのかということが非常に

気になるところです。 

  先ほどの市民環境部長のお答えの中でゾーニン

グをしてきたということで、問題になっている箇

所とは違う箇所になるということでしたけれど

も、例えば午前中の遠藤隆一議員の様々な質問の

中にもありましたけれども、例えば地質の問題と

か、様々事前に十分に調査しないと適地かどうか

分からないということだと思いますが、このゾー

ニングというのはそういった本当に大丈夫かと

いうところまで丁寧な調査をしてきたというこ

となのかどうか、その辺を教えてください。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

○佐藤明彦市民環境部長 御質問のありましたゾー

ニングにつきましては、昨年から国の補助事業を

活用しまして、コンサルに委託して現在進めてい

るところでございます。風力と太陽光のゾーニン

グ、適地のマップを作成するというところで今作

業を進めているところでございまして、前提条件

として適地をまずはゾーニングによって示すと

いうところを目的としておりますので、今御質問

のあった地質ですとか、そういった詳しいところ

までは行うものではございませんので、それにつ

きましては今後、法アセス、あるいは自主アセス

の中で事業者がしっかりとやっていくというす

み分けになっているところでございます。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） この計画書の中にも大体

のエリアというのを示しておられますよね。山上

地区ということでやはり板谷とか、栗子とか、あ

の辺の一帯がぐるっと赤い線で囲んであるので、

違うところだとおっしゃったけれども、なかなか

どれだけ違いが示せるのか、その辺の心配はある

ところです。 

  あと一方で、低周波音、それから超低周波音、

こういったものの影響についても、結局同じよう

な規模の発電施設ということで、影響が出るとい

うのは栗子山の場合でも、今度の米沢市の計画の

場合でも、設備そのものは変わらないのかという

中で、こういった低周波音や超低周波音に対する

影響というのはどうお考えでしょうか。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

○佐藤明彦市民環境部長 低周波音につきましては、

環境省が国立公園のガイドラインの中で、今のと

ころ人体に関しての影響はないということでは

っきりと示しているところでございます。ただそ

ういった健康被害を訴えられる方もいらっしゃ

いますので、そこにつきましては事業者が実施す

るアセスの中でしっかりと検証を行い、住民の方

に説明しながら、合意を得た上で進めていくとい
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う形を取ってまいりたいと考えております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） やはり栗子山の事業と違

うというところを明確に示していくという意味

では、今おっしゃったような住民に対する丁寧な

説明、それの積み上げ、そういったことをしっか

りやっていくということが非常に重要かと思い

ます。そういう意味ではいわゆるタイムスケジュ

ールといいますか、風力に関していえば、ほかの

事業に比べて、今から始まるというところがある

という印象がありますので、ぜひそこは事業者が

行うアセスメントについてもそうですし、本当に

しっかりした事前準備といいますか、調査をやっ

ていただきたいと希望するところです。 

  計画書全体を通しまして、様々なステークホル

ダーの相手の方たちと事前の協議を随分丁寧に

されてきたという印象を持ちました。既に合意を

勝ち取っているという団体や事業所も多くて、こ

こは随分詰めてきたのだという印象を持ったと

ころですが、ただ唯一、４か所に対するアンケー

ト、それから住民説明、これについては順番が違

ったのではないかということと、それから時期が

少し遅かったという印象を持ったところです。 

  やはり住民との合意というものが、あのアンケ

ートなどの印象だと十分ではないのかと思いま

したし、例えば高効率エアコンとか、断熱のやつ

とか、幾つか家庭に取り入れたらこれは補助金が

使えますよというメニューがあったのですけれ

ども、当然ながらあの話の前にもう既に買ったな

どという人もいて、エアコンを３つ買ったのだけ

れどもそれに出るのかなどというアンケートも

ありましたが、そのような市民の反応を考えます

と、この後、例えば４つのエリアでまずモデルを

構築して、そしていずれあるタイミングで４つ以

外のエリアにも横展開すると計画書に書いてい

ます。 

  この横展開についてまた気になっているのが、

情報のタイムラグがあったときに、先ほど紹介し

たような、いやそんな話があるのだったらエアコ

ンを買うのではなかったみたいな、そういったこ

とが起きてくる可能性があります。その意味では、

今は住民説明会も４つのエリアにしているわけ

ですけれども、全ての市民が今米沢ではこういう

ことを目指しているのだ、そして、いずれ４つの

エリアから出発するけれども、横展開というのが

あって、いずれは自分たちもそういった仕組みと

いうものを利用することができるのだと準備を

するというか、情報を提供する必要あるかと思い

ますが、その点ではいかがでしょうか。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

○佐藤明彦市民環境部長 初めに、説明会及び住民

アンケートの順番が違うのではないかという御

質問がございましたけれども、通常の補助事業で

あれば、事業計画を机上で立ててから採択を受け

て事業実施に移るわけですけれども、今回の環境

省の先行100プロジェクトにつきましては、あら

かじめ事業の実現性をしっかりと調整した上で

申請するということが大前提となっておりまし

て、非常になかなか事業としては進めることが難

しい。つまりはあくまでも予定ということで４地

区の住民の方には御説明をせざるを得ないとい

うところの中で、説明会とアンケートについては

しっかりとやってきたところでございまして、説

明会については12月に開催しておりますので、で

きる限りにおいて地区の方にしっかりと情報を

届ける努力はさせていただいたというところな

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

  その上で、この事業は採択を受けますと５か年

になっておりますが、横展開につきましては、そ

の後、成果を踏まえて横展開していきたいと考え

ておりますが、環境省ではほかの様々な補助メニ

ューも準備されておりますので、先行地域以外の

部分については、そういったものを使いながら前

倒しして横展開を始めていくというところを進

めていきたいと思いますので、その際にはしっか

りとその段階で住民の方に御説明もさせていた
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だきたいと思います。 

  また、今回導入しますＰＰＡによる太陽光サー

ビスなどは、ＮＴＴ－ＭＥが今回の実験を踏まえ

まして東北エリアに展開を将来的にはしていき

たいという思いで参画されておりますので、そう

いったものもできるだけ早くエリア外に横展開

していただくようにお願いしてまいりますし、ま

たおきたま新電力については従来の電気会社よ

りも安めの単価設計で地区内に地産地消のエネ

ルギーを届けたいという会社の理念の下に事業

活動をやっておられますので、そういったものに

ついても前倒しして、早めに４地区以外のところ

にも横展開できるように連携してお願いしてま

いりたいと考えております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） ＮＴＴ－ＭＥが東北全体

にＰＰＡを広げたいという今構想もあるという

話でしたけれども、一点気になったのは、屋根に

上げるパネルについては、まずはモデルになって

いる４地区に400件という目標を持っていますよ

ね。そうすると、その400件の個人宅と、それか

ら横展開した場合の個人宅というので、その補助

率が変わってこないのかどうか。つまり全く別扱

いとなるのか、ならないのか、いかがですか。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

○佐藤明彦市民環境部長 今回導入します太陽光の

ＰＰＡについては、初期投資が要らずにＮＴＴ－

ＭＥが無償で設置して、その後使用料として回収

するという仕組みになりますが、今回は４地区に

ついては国の交付金を活用してやりますが、将来

的にはＮＴＴ－ＭＥの民間のサービスとして提

供していただくことを検討しております。そうい

った事業はもう既に東京電力はじめ、全国かなり

の箇所で始まっておりますが、そういったことで

民間の事業として将来普及していただくように

という、そのための実証の意味も込めております

ので、そういった展開を今後目指していきたいと

考えております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） 今の点の確認ですけれど

も、要するに４つの地区でやるＰＰＡであっても、

それ以外の横展開の後のＰＰＡであっても、屋根

に上げるパネルの所有者はＮＴＴ－ＭＥですよ

ね。あと、メンテナンスもＮＴＴ－ＭＥというこ

とで、条件は一緒だと。利用する市民からすれば、

毎月毎月の電気代を支払うという契約はするけ

れども、特に先行投資が要るわけではないので、

そういう意味では条件は一緒だという意味でよ

かったですか。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

○佐藤明彦市民環境部長 今回のモデル事業につい

ては交付金が入りますので、それなりの使用料と

いう形で設定する予定にしております。交付金が

入ってくる関係で通常に電気を使うよりも安め

の料金を設定していくということを考えており

ます。ですので、今後横展開したときには若干料

金が変わってくる、上がってくるということは想

定されますけれども、いずれにしても、従来の電

力会社との契約よりも安い価格でないとこのＰ

ＰＡというのは成立しませんので、そういう形で

提供されることを期待しているものでございま

す。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） 今の話からすると、どう

しても、なぜ４つのエリアだけが安いのだという

ことが後々格差として出る可能性がありますの

で、その辺の調整は十分に検討していただきたい

と思います。 

  それから、ＰＰＡの太陽光パネルの話になりま

したので、最初の壇上での質問に関連して、最終

処分の件について少しお伺いしたいのです。非常

にアンケートの中では、これに対する関心が強い

という印象を持ったところでした。太陽光パネル

の寿命、先ほど話では大体25年から30年というこ

とで、今からそのぐらいの年限の耐用年数がある

わけですけれども、契約自体はたしか15年でした
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か、ＮＴＴ－ＭＥとの契約というのは15年ぐらい

ですよね。そうすると、そこまではメンテナンス

はＮＴＴ－ＭＥがするけれども、それ以降は多分

個人の持ち物としてメンテナンスをやるとなっ

てしまったときに、最終処分についても個人が最

終的には引き受けるという形になってしまうの

かどうか。あるいは、ＮＴＴ－ＭＥが２年前から

始まったような法律に基づいた処分のための積

立てというものを行って、最終処分の負担をして

くれるのか、その辺はもう分かっているのでしょ

うか。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

○佐藤明彦市民環境部長 ＰＰＡの太陽光発電につ

きましては、ＮＴＴ－ＭＥが施工費用、もしくは

使っている間の管理費用を全て持つという形の

仕組みになっております。それは使用料という形

で含まれていると考えております。20年たったと

きに更新する場合については、ＮＴＴ－ＭＥが新

しいものに交換してやっていくと、やめるという

形になった場合については、ＮＴＴ－ＭＥが費用

はいただかないでそこでやめるという形を今の

ところは想定しているところでございます。 

  また、やめた場合のパネルについては、先ほど

申し上げましたとおり、ＮＴＴが丸紅を通じてリ

ユースしていくような廃棄の出口処理のところ

まで今のところしっかりと合意を取りながら進

めているところでございます。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） そういう話であれば、本

当に多くの市民が安心してＰＰＡというものに

手を挙げるということになるかと思いますので、

その辺の説明をぜひ丁寧に市民にお伝えしてい

ただきたいと思ったところでした。 

  あとは、これはマイクロバイオマスのほうです

か、排熱をロードヒーティングに利用するのだと

いう計画があったと思います。これはどの程度の

規模なのか。つまり駐車場一帯をやれるというこ

となのか、あるいは取付け道路までできるという

ものなのか、その辺の見通しはございますか。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

○佐藤明彦市民環境部長 こちらについては、食肉

センターの中で冬場に雪押しをしてしまうエリ

アがございますけれども、そちらの融雪のところ

に排熱を使ったロードヒーティングを予定して

おりまして、規模としては約400平米ぐらいを想

定しているところでございます。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） だとすると、ロードヒー

ティングの仕組みがあるから重機を使った除

雪・排雪をしなくていいという、そんなものでは

ないということですね。分かりました。でも、な

かなか面白い仕組みだと思っていたところでし

た。 

  あとは、同じようにバイオガスで出てきたＣＯ２

を活用して、ビニールハウスでイチゴを作ろうか

ということも今研究中だということでしたけれ

ども、そうすると立地的には今のバイオガスの敷

地内みたいな感じになりますか。その辺はいかが

ですか。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

○佐藤明彦市民環境部長 現在、上郷でやられてい

るリアクトバイオガスの同じ敷地内の中に増設

する予定にしておりまして、その周辺に農業用ハ

ウスなども考えておるところでございます。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） その事業については、そ

ういった構想をして、うちで手を挙げるかという、

そういった意欲的な事業主体というのが現在あ

るのか、ないのか教えてください。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

○佐藤明彦市民環境部長 今やっていらっしゃる事

業者の敷地内になりますので、その事業者がやる

ということが大前提になりますので、リアクトバ

イオガスがこの事業をやっていただくようなこ

とを想定しているところでございます。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 
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○５番（髙橋英夫議員） 計画書の25ページの記述

なのですけれども、将来の需要予測及び有効活用

に見合った公共施設への再生可能エネルギーの

導入を検討したという記述がございます。部分的

ですみませんが、この公共施設への再生可能エネ

ルギーの導入検討、この中身はどんな結果になっ

たのか教えてください。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

○佐藤明彦市民環境部長 公共施設につきましては、

具体的には小中学校を想定しておりますし、加え

てコミセンも想定しているところでございます。

この両施設につきましては本市の指定避難所に

なっておりますので、地域の防災拠点として災害

用の非常時を想定しまして、太陽光発電と蓄電池

を組み合わせて設置することで自立的な電力確

保を図っていきたいと考えております。 

  モデル地区内の小中学校、コミセンについては、

モデル事業の中で検討していきますけれども、そ

れ以外の小中学校、コミセンにつきましても、可

能なところにつきましては別の環境省の補助金

を使いながらこのような取組を進めてまいりた

いと考えております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） そういう災害時の対応が

できるようなという話ですけれども、コミセンな

どでも、同じページにコミセンのレジリエンス強

化、太陽光発電と蓄電池の設置の検討ということ

も書いてあるようなので、今の話かと思うのです

が、ただ私が一点思ったのは、現在蓄電池は結構

すごく高価ですよね。一方で、今はＶ２ＨとかＶ

２Ｘと言われるいわゆるＥＶ、車との間で放充電

もできるという装置というのが注目されていま

す。ＥＶだと結構蓄電池の容量が大きいので、い

わゆる据置き型の蓄電池よりもむしろコストパ

フォーマンスは高いというものです。だから、例

えばコミセンなどで公用車に使う車をＥＶにし

て、間にＶ２Ｈを設置するとすれば、日中の太陽

光発電からＥＶに蓄電して、そして災害時や夜間

などには車からコミセンの電力に取り入れると

なると、消費電力の電気代も非常に安く上がるの

で、ぜひ太陽光発電と蓄電池の組合せ以外という

か、それだけではなくてＶ２Ｈ、Ｖ２Ｘといった

選択肢もあるのだと、今後検討を深めていただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

○佐藤明彦市民環境部長 今おっしゃられたように、

蓄電池あるいはＥＶの自動車を使うという方法

が２つあるということは存じ上げているところ

でございます。それぞれメリット・デメリット、

一長一短がありますので、今回の計画につきまし

ては蓄電池を想定しておりますけれども、状況に

よりましてはＥＶを使って蓄電池の代わりにや

るというところも想定しておりますので、それぞ

れの施設の状況によって判断してまいりたいと

考えております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） では、最後に市長にお伺

いしたいと思います。私はこれをすごく何として

も実現してほしいと思っている事業計画なので

すが、間もなく環境省から判断が示されるという

ことで、特に風力の問題が今回浮上してしまった

ので、もしかしたら今回採択にならないとなるか

もしれません。ただ、聞くところによりますと、

もう一回ラストチャンス、リトライするというこ

とができるということなので、計画を見直した新

たな事業計画で最後のチャンスにかけるという

こともあり得るかもしれません。 

  ただいずれにしろ、この計画書に書いています

ように、今度の事業というのは、あくまでも脱炭

素先行地域というのは2050年までにゼロカーボ

ンにするという大きな長期的な目標の入り口で

すよね、スタートですよね。ですから、環境省か

らの採択がどう転ぼうと、米沢市としてはゼロカ

ーボンシティ宣言をしたように、そういう長期的

な見通しを持って、しかもこの計画をつくるに当

たって、随分たくさんの関係者と話を積み上げて
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きた。非常に大きな財産がここにあると思ってい

ます。ですから、その財産を生かす形で、しかも

米沢市の脱炭素の取組というのが米沢市の特徴、

大きなシティプロモーションにつながるような

重要な取組だと私は思っています。そういう意味

で、市長の決意というか、覚悟というか、ありま

したらば最後にお聞かせください。 

○相田克平議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 御質問ありがとうございます。風

力の件を御懸念されているようですが、基本的に

というか、全く似て非なるものだと、こういう認

識です。というのも、規模も片方は10基、我々は

２基ということで大変小さい規模になっており

ますし、私どもがＪＲ東日本エネルギー開発に対

して思っているのは、やはりきちんとした説明責

任を果たしていないと。要するに地域と向き合う

ということをしていないということで、これはい

かがなものかということで発表しているわけで

ありますが、我々はですから、地元の自治体が絡

む事業ですから、地域と向き合うのは当然であり

ますし、きちんとした説明、さらには環境アセス

メントもより慎重に行うと、こういうことだろう

と思っております。 

  その上でですけれども、やはり再生可能エネル

ギーというのは、今を生きている我々の世代とし

ての責任だと思っていますので、これは何として

もやらなければいけない。その意味ではエネルギ

ーのベストミックスといいましょうか、太陽光も

バイオマスも、場合によっては風力も、いろんな

ものの知恵を出して低炭素、脱炭素の米沢をつく

っていくというのが今回のプランであります。 

  大変、佐藤部長や富取環境課長をはじめ、本当

に職員は一生懸命これをつくっておりまして、私

も最後のプレゼンにズームで参加させていただ

きましたけれども、いい計画だと、このように思

っています。ただこれは競争ですから、倍率も大

変激しいですし、それはどうなるか分かりません。

大事なのは、やはり脱炭素という取組は粘り強く

やることが、何であれやらなければいけないし、

やることが米沢の価値を上げると確信を持って

いますので、今回のトライはトライとして、万が

一ということが私はないと思いますが、仮にあっ

たとしても、それは職員の皆さんに言っているの

ですけれども、我々の力不足というのではなくて、

少し市長の出来が悪かったと、こういうことぐら

いで考えようと。 

  まだまだチャンスはあるし、そもそもグリーン

トランスフォーメーションといいましょうか、脱

炭素というのは日本の大きな方針ですから、様々

な形で取り組んでいかなければならないと、実現

をするということだと思いますし、もう一つはや

はり米沢のことだけではなくて、飯豊もライバル

なのですけれども、やはり広域で置賜の中核市米

沢として置賜全体の脱炭素を引っ張るのだと、そ

ういうぐらいの意気込みで脱炭素の取組という

のを我々はしなければいけないと。飯豊町や川西

町や高畠町、こういった周辺の自治体も巻き込ん

だ形の脱炭素の取組を我々米沢は引っ張るのだ

と、そんな思いで取り組みたいと、このように思

っております。 

○相田克平議長 以上で、５番髙橋英夫議員の一般

質問を終了いたします。 

 

 

 

  散    会 

 

○相田克平議長 以上をもちまして本日の日程は終

了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

 

  午後 ４時２１分 散  会 
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